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名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
蔵
『
続
学
舎
叢
書
』
翻
刻
（
十
六
）

浅

井

圭

子

　

今
回
は
、名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
蔵
『
続
学
舎
叢
書
』
翻
刻
（
十
五
）

（「
あ
い
ち
国
文
」
第
十
五
号　

令
和
四
年
二
月　

あ
い
ち
国
文
の

会
）
に
続
く
も
の
で
あ
る
。
今
号
で
は
、『
続
学
舎
叢
書
』
第
四
冊

の
五
二
丁
表
か
ら
六
〇
丁
裏
の
『
琵
琶
記
』、
六
一
丁
表
か
ら
六
二

丁
裏
ま
で
の
『
佐
埜
某
刺
田
沼
氏
弁
』、
六
四
丁
表
か
ら
九
四
丁
表

ま
で
の
、
表
題
は
付
い
て
い
な
い
が
、「
目
安
裏
書
初
判
之
事
」
に

始
ま
る
『
公
事
方
御
定
書
』
の
翻
刻
を
試
み
た
。

　
『
琵
琶
記
』
は
、「
市予

も
此
音
曲
を
好
み
高
山
か
流
レ
の
名
師
餘
多

に
尋
置
し
言
葉
の
金
玉
ひ
ろ
ひ
て
書
記
侍
る
」〈
五
九
オ
〉、奥
に
「
古

本
之
奥
書
曰　

君
達
花
そ
ろ
へ
と
い
ふ
に
や
絵
か
ゝ
せ
し
に
よ
く
似

さ
せ
た
る
も
な
し
人
〳
〵
あ
た
ら
せ
給
ひ
し
ら
ぬ
わ
ら
ひ
草
と
こ

そ
」〈
六
〇
オ
〉
と
あ
る
が
、
作
者
、
成
立
は
不
明
で
あ
る
。
国
文

学
研
究
資
料
館
の
日
本
古
典
籍
総
合
目
録
に
よ
れ
ば
、
東
京
大
学
蔵

の
同
名
写
本
が
在
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
マ
イ
ク
ロ
ソ
フ
ト
化
さ

れ
て
お
ら
ず
未
見
。
本
文
一
行
目
右
下
に「
玉
」と「
晁
」の
印
あ
り
。

　

内
容
は
、『
平
家
物
語
』
成
立
の
経
緯
、
平
家
琵
琶
の
音
曲
と
語

り
の
起
源
、
検
校
の
系
譜
、
琵
琶
の
演
奏
と
語
り
の
方
法
、
琵
琶
の

歴
史
、
琵
琶
造
り
の
職
人
と
名
器
に
つ
い
て
な
ど
で
あ
る
。

　

平
家
琵
琶
の
起
源
に
つ
い
て
は
、
館
山
漸
之
進
氏
の
「
平
家
音
樂

は
、
樂
聖
行
長
の
創
作
に
し
て
、
慈
鎭
、
生
佛
と
協
定
の
音
樂
な
り

と
判
定
す
る
」（『
平
家
音
樂
史
』
明
治
四
三
年
一
〇
月
、
木
村
安
重

発
行　

第
一
編
平
家
音
樂
の
起
源
及
び
沿
革
）
と
あ
る
説
と
同
じ
で

あ
る
。
た
だ
し
、
同
書
に
は
、
散
逸
し
た
書
を
含
む
平
家
琵
琶
の
関

連
書
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
当
該
本
と
同
一
内
容
の
書
に
つ
い
て

の
記
述
は
無
い
。

　

本
文
中
に
、平
家
語
り
の
声
の
出
し
方
や
、特
に
「
拾
」、「
口
説
」、

「
白
声
」
の
発
声
の
方
法
に
つ
い
て
説
明
が
あ
る
。『
平
家
の
音
楽
―

゠
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当
道
の
伝
統
―
』（
薦
田
治
子
著　

第
一
書
房
、
二
〇
〇
三
年
二
月
）

に
は
、
第
三
章
の
「
二
『
平
家
正
節
』
の
特
徴
と
先
行
諸
本
と
の
関

係
」
に
、
譜
本
に
記
さ
れ
て
い
る
「
拾
」、「
口
説
」、「
白
声
」
に
つ

い
て
詳
し
い
説
明
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
該
本
が
『
平
家
正
節
』
と

関
連
が
あ
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
琵
琶
の
歴
史
に
つ
い

て
、「
琵
琶
も
上
代
中
昔
の
伝
ハ
皆
楽
器
ニ
て
甲
に
厚
薄
有
磯
深
く

腹
板
薄
高
音
浮
て
平
家
琵
琶
に
用
ひ
か
た
く
其
品
〻
を
作
り
直
せ

り
」〈
五
九
オ
〉
と
あ
り
、
平
家
琵
琶
は
、
平
安
朝
以
来
貴
族
が
使

用
し
て
い
た
楽
琵
琶
か
ら
変
化
し
た
も
の
と
す
る
薦
田
氏
説
と
同
じ

で
あ
る
（
同
書　

第
六
章
平
家
琵
琶
―
楽
器
と
奏
法
）。

　
『
佐
埜
某
刺
田
沼
氏
弁
』
は
、
天
明
四
年
三
月
二
十
四
日
、
田
沼

意
次
の
嫡
男
山
城
守
意
知
が
、
江
戸
城
に
お
い
て
佐
野
善
左
衛
門
に

刺
さ
れ
る
と
い
う
刃
傷
事
件
に
関
し
て
の
書
で
あ
る
。
刺
し
た
佐
野

を
弁
護
し
て
い
る
内
容
で
あ
る
。
読
点
と
、
個
有
名
詞
を
示
す
傍
線

と
、
ミ
セ
ケ
チ
が
、
朱
で
付
さ
れ
て
い
る
。
奥
に

　
　

或
人
云
、
居
是
邦
不
非
其
大
夫
、
蓋
冢
田
某
弁
田
沼
佐
野
之

　
　

得
失
、
冢
田
某
不
聞
人
過
失
如
聞
父
母
之
名
、
某
為
人
可
知

　
　

也
、
此
予
不
如
斯
與
、〈
六
二
ウ
〉

と
あ
り
、
作
者
は
冢
田
乕
か
、
不
詳
。

　

国
文
学
研
究
資
料
館
の
日
本
古
典
籍
総
合
目
録
に
よ
れ
ば
、『
佐

埜
某
刺
田
沼
氏
弁
』（
さ
の
の
な
に
が
し
た
ぬ
ま
う
じ
を
さ
す
の
べ

ん
）
は
、
蓬
左
文
庫
蔵
『
続
学
舎
叢
書
』
所
収
の
当
該
本
の
み
で
あ

る
。
成
立
は
不
明
。
本
文
一
行
目
右
下
に「
玉
」と「
晁
」の
印
あ
り
。

　
『
天
明
紀
聞
』（
三
田
村
鳶
魚
編
『
未
刊
随
筆
百
種
』
第
二
巻
所
収

　

中
央
公
論
社
、
昭
和
五
一
年
七
月
）
の
天
明
三
年
十
一
月
の
項
に

は
、「
田
沼
主
殿
頭
御
子
息
山
城
守
殿
、
今
般
五
千
俵
被
レ
下
、
若

年
寄
被
二
仰
付
一
候
、
其
上
御
用
番
御
免
、
築
地
江
屋
敷
被
レ
下
引
移

ニ
相
成
候
、
誠
に
前
代
未
聞
之
繁
栄
に
て
、
当
時
出
頭
、
肩
を
並
ぶ

る
人
な
し
（
略
）」
と
あ
る
。
大
飢
饉
の
中
、
田
沼
意
次
に
よ
る
政

権
の
対
策
の
無
さ
、
独
裁
ぶ
り
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
天
明
四
年

の
項
に
は「（
略
）其
後
三
月
に
相
成
候
て
よ
り
諸
方
人
減
じ
被
レ
行
、

是
迄
の
奉
公
人
い
づ
れ
も
暇
相
出
シ
候
ニ
付
、
俄
ニ
無
宿
之
者
多
く

相
成
り
、
段
々
ト
六
万
坪
へ
被
レ
遣
候
得
共
、
跡
よ
り
追
々
ト
殖
参

リ
小
屋
も
充
満
す
る
程
之
由
、
是
全
ク
米
非
常
ノ
高
直
故
也
、
此
月

廿
四
日
若
年
寄
田
沼
山
城
守
殿
へ
於
二
営
中
一
ニ
新
御
番
佐
野
善
左
衛

門
何
之
意
趣
に
や
切
懸
ケ
、
右
手
疵
に
て
翌
日
終
ニ
死
去
也
、
委
細

之
義
ハ
聞
伝
次
第
可
レ
記
ス
」
と
あ
り
、
当
時
の
世
上
と
事
件
に
つ

い
て
、
記
録
さ
れ
て
い
る
。

『
宝
暦
・
天
明
期
の
政
治
と
社
会
』（『
講
座
日
本
近
世
史
』
山
田

忠
雄
・
松
本
史
郎
編　

有
斐
閣
、一
九
八
八
年
一
一
月
）
の
一
章
「
天

明
期
幕
政
の
新
段
階
―
田
沼
政
権
と
評
価
を
め
ぐ
っ
て
―
」
の
「
四

　

田
沼
意
知
暗
殺
事
件
前
後
の
動
き
」
に
は
、
当
日
の
幕
府
の
記
録

な
ど
関
連
資
料
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。「
新
御
番
蜷
川
相
模
守
組
佐

野
善
左
衛
門
於
殿
中
田
沼
山
城
守
江
手
疵
為
負
候
ニ
付
吟
味
仕
可
申

上
旨
被
仰
渡
候
、
於
評
定
所
吟
味
仕
候
趣
左
之
通
」
な
る
評
定
所
に
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お
け
る
詮
議
の
吟
味
書
の
内
容
か
ら
、
私
怨
に
よ
る
説
、
政
治
的
暗

殺
説
で
は
な
く
、「
乱
心
に
よ
る
刃
傷
が
や
は
り
実
相
で
は
な
か
っ

た
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
」
と
し
て
い
る
。
世
人
の
評
判
に
つ
い

て
は
、「
世
人
に
と
っ
て
す
ぐ
れ
て
反
田
沼
的
な
空
気
を
敏
感
に
汲

み
と
ら
せ
る
よ
う
な
雰
囲
気
を
か
も
し
出
し
た
」
と
し
て
、
例
に
、

「（
略
）
佐
野
善
左
衛
門
を
殊
の
外
ほ
め
惜
む
事
甚
し
、
是
田
沼
を
に

く
む
の
あ
ま
り
成
へ
し
諸
人
の
心
皆
一
同
な
り
」
な
ど
を
引
い
て
い

る
。
刺
し
た
佐
野
善
左
衛
門
に
同
情
す
る
落
書
類
が
多
く
出
さ
れ
と

あ
り
、
当
該
本
が
書
か
れ
た
背
景
が
わ
か
る
。

（『
公
事
方
御
定
書
』）

　
「
目
安
裏
書
初
判
之
事
」
で
始
ま
る
当
該
本
は
、
江
戸
幕
府
の
民

事
裁
判
の
法
令
文
書
『
公
事
方
御
定
書
』
下
巻
の
前
半
部
で
あ
る
。

表
題
は
な
く
、
目
録
と
、
全
百
三
箇
条
の
う
ち
の
四
十
八
箇
条
「
密

通
御
仕
置
之
事
」ま
で
で
あ
る
。
最
終
丁
に
余
白
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

玉
晁
が
書
写
し
た
段
階
で
、
こ
の
様
態
の
原
本
で
あ
っ
た
か
と
考
え

ら
れ
る
。
国
文
学
研
究
資
料
館
の
日
本
古
典
籍
総
合
目
録
に
、
当
該

本
は
確
認
で
き
な
い
。
第
四
冊
の
目
録
に
「
一
」
と
だ
け
あ
っ
て
、

表
題
が
書
か
れ
て
い
な
い
た
め
で
あ
ろ
う
。
仮
に
（『
公
事
方
御
定

書
』）
と
す
る
。
本
文
中
に
「
延
享
元
子
年
以
来
」
と
あ
る
が
、
成

立
不
明
。
一
行
目
右
下
に
、「
玉
」
と
「
晁
」
の
印
が
あ
る
。

　

各
条
文
に
通
し
番
号
が
な
く
、「
全
」
と
「
評
」
を
合
わ
せ
た
文

字
が
掲
げ
て
あ
る
。「
全
て
の
評
定
所
」の
略
か
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、

不
明
で
あ
る
。
他
本
に
、
こ
の
用
例
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
た
だ

し
、「
村
方
出
入
ニ
付
江
戸
宿
雑
用
并
村
方
割
合
之
事
」、「
欠
落
も

の
之
儀
ニ
付
御
仕
置
之
事
」、「
捨
子
之
儀
ニ
付
御
仕
置
之
事
」、「
養

娘
を
遊
女
奉
公
ニ
出
し
候
者
之
事
」、「
隠
売
女
御
仕
置
之
事
」
に
は

付
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、（
欠
）
を
付
し
て
示
し
た
。

　

改
定
条
文
の
箇
条
書
の
肩
に
、「
従
前
々
之
例
」、「
享
保
六
年
極
」、

「
寛
保
三
年
極
」、「
追
加
」
な
ど
の
注
記
が
付
さ
れ
て
い
な
い
。『
御

当
家
律
』
と
同
じ
で
あ
る
。「
従
前
々
之
例
」
は
、
そ
の
条
文
が
、

従
前
の
判
例
の
ま
ま
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
注
記
、「
享
保

六
年
極
」な
ど
は
、そ
の
条
文
が
改
定
さ
れ
た
年
号
を
記
す
注
記
、「
追

加
」
は
、
増
補
さ
れ
た
条
文
で
あ
る
こ
と
を
示
す
注
記
で
あ
る
。
改

定
が
行
わ
れ
た
経
過
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
注
記
で
、
殆
ど
の
本
に

記
さ
れ
て
い
る
。

　

追
加
条
「
重
キ
御
役
人
之
家
御
仕
置
ニ
成
候
節
其
主
人
差
扣
伺
之

事
」〈
七
〇
オ
〉
が
あ
る
。
宝
暦
四
年
第
五
次
増
修
に
よ
る
追
加
条

文
で
あ
る
。
蓬
左
文
庫
蔵
写
本
『
公
事
方
御
定
書
』、『
棠
蔭
秘
鑑
』

と
同
じ
で
あ
る
。（『
御
当
家
律
』
に
は
無
い
。）

　

蓬
左
文
庫
蔵
写
本
『
公
事
方
御
定
書　

全
』（
文
化
十
三
年
□
□

寛
保
二
年
相
定　

尾
二
八

−

七
）
と
、
当
該
本
と
を
校
合
し
た
と
こ

ろ
、
当
該
本
に
条
文
の
通
し
番
号
と
箇
条
書
の
肩
の
注
記
が
な
い
こ

と
と
、
誤
写
と
落
脱
が
あ
る
と
い
う
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
内
容
に

つ
い
て
は
、
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
主
な
校
異
を
あ
げ
る
。
当
該
本

−

蓬
左
文
庫
蔵
写
本
で
あ
る
。
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〈
六
七
ウ
〉其
趣
申
通
辞

−

其
趣
申
通
し　
〈
七
二
ウ
〉送
罪
者

−

逆

罪
者　

邪
曲

−

私
曲　
〈
七
六
オ
〉捕
ニ
遣

−

捕
ニ
遣
候
類
は
不
心　

〈
七
八
ウ
〉借
金

−

借
り
主
右
金
子　
〈
八
〇
オ
〉位
間

−

位
反
別　

〈
八
二
オ
〉（
欠
）−

五
拾
両
以
上
百
両
迄　

五
拾
石
以
上
百
石
迄
、
弐

百
五
十
日
限　
〈
八
七
オ
〉請
入
主

−

請
人
人
主　
〈
九
一
ウ
〉返
之
可

申
事

−

可
被
返
下　
〈
九
四
オ
〉中
追
放

−

男
女
と
も
ニ
中
追
放

　
『
公
事
方
御
定
書
』
は
、
改
定
と
書
写
が
何
度
も
な
さ
れ
て
き
た

結
果
、多
く
の
写
本
が
現
存
し
て
お
り
、定
本
の
確
定
が
課
題
と
な
っ

て
い
る
（
服
藤
弘
司
著
『『
公
事
方
御
定
書
』
研
究
序
説

−
『
寛
政

刑
典
』
と
『
棠
蔭
秘
鑑
』
収
録
『
公
事
方
御
定
書
』

−
』
創
文
社　

二
〇
一
〇
年
六
月
）。
翻
刻
さ
れ
て
い
て
、
見
る
こ
と
が
で
き
た
本

の
中
で
は
、
当
該
本
に
近
似
し
て
い
る
本
は
、
以
下
の
三
本
で
あ
る
。

①
『
棠
蔭
秘
鑑
』
亨
（
司
法
省
蔵
版
・
法
制
史
學
會
編
、
石
井
良
助

校
訂
『
徳
川
禁
令
考
』
別
巻　

創
文
社　

昭
和
五
六
年
一
二
月
）

②『
公
裁
秘
録
』寛
保
三
年
増
修
本（
高
塩
博
氏
蔵
）（
高
塩
博
著『
江

戸
幕
府
法
の
基
礎
的
研
究
』《
史
料
編
》《
論
考
編
》
汲
古
書
院　

平
成
二
九
年
二
月
）

③
『
御
当
家
律
』
延
享
元
年
増
修
本
（
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
蔵
）

（
高
塩
博
著『
江
戸
幕
府
法
の
基
礎
的
研
究
』《
史
料
編
》《
論
考
編
》

汲
古
書
院
）　

誤
写
が
あ
り
良
質
の
伝
本
と
は
言
い
が
た
い
が
、

「
全
体
と
し
て
は
延
享
元
年
増
修
の
姿
を
示
し
て
い
る
」（
三
四
九

頁
）。

【
凡
例
】

　

翻
刻
に
あ
た
り
、
底
本
に
で
き
る
限
り
忠
実
で
あ
る
こ
と
を
原
則

と
し
た
が
、
読
解
の
便
宜
上
、
次
の
よ
う
な
処
理
を
し
た
。

１
、
漢
字
は
、
現
在
通
行
の
字
体
に
統
一
し
た
。
異
体
字
や
略
字
な

ど
も
通
行
の
も
の
に
し
た
。
但
し
、
哥
・
躰
・
云
な
ど
、
一
部

そ
の
ま
ま
に
し
た
も
の
も
あ
る
。

２
、
誤
字
、
当
て
字
、
送
り
仮
名
、
仮
名
遣
い
も
そ
の
ま
ま
に
し
た
。

３
、
合
字
は
、
開
い
て
表
記
し
た
。

４
、
底
本
に
稀
に
あ
る
濁
点
は
、
そ
の
ま
ま
と
し
た
。

５
、
各
丁
末
に
、
丁
数
・
表
（
オ
）・
裏
（
ウ
）
を
、
符
号
で
示
し
た
。

６
、
改
行
は
、
必
ず
し
も
原
本
に
対
応
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

【
翻
刻
】

　
　

琵
琶
記

〈
五
二
オ
〉

　
（
白
紙
）〈
五
二
ウ
〉

　
　
　

琵
琶
記

印
印

平
家
物
語
ハ
伶
人
の
長
た
り
し
従
六
位
信
濃
前
司
行
長
と

い
ひ
し
者
世
を
遁
れ
比
叡
山
に
閑
居
し
て
常
ハ
無
動

寺
の
室
に
入
吉古

教
を
聞
徒
然
の
折
〻
に
過
つ
る
永
久

の
比
よ
り
文
治
建
久
に
及
ひ
平
氏
盛
衰
の
有
様
を

作
文
し
て
慈
鎮
和
尚
大
和
詞
諸
書
の
文
章
諸
経

の
要
文
共
を
尋
十
二
巻
に
撰
ぬ
四
條
院
之
御
宇

゠
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嘉
禎
暦
仁
之
比
に
や
侍
り
け
ん
叡
岳
に
性
佛

僧
正
と
い
へ
る
積
学
の
能
化
有
て
当
山
検
校
職
を

持
て
り
後
に
盲
僧
と
な
り
て
年
を
経
ぬ
世
の
中
の　
　
　
〈
五
三
オ
〉

盲
人
の
地
神
経
を
唱
へ
八
卦
卜
方
を
事
と
し
或
ハ

珠
数
を
引
印
を
結
ひ
祓
祈
念
を
し
樋施

物
を
請
下

賎
と
な
り
し
業
を
哀
れ
む
或
時
山
王
権
現
の
霊

夢
神
勅
を
得
て
此
物
語
を
聞
覚
へ
唱
ふ
其
音

調
台
家
称
名
を
以
せ
り
栂
尾
明
惣恵

上
人
の
作
れ
る

式
と
名
付
て
四
巻
あ
り
三
井
寺
の
妙
観
上
人
節
を

付
て
中
音
初
重
二
重
品
〻
あ
り
台
家
言
家
の

称
名
と
是
を
云
原
平
家
物
語
に
此
節
は
か
せ
を

付
て
末
の
世
ま
て
の
盲
僧
に
伝
へ
妙
音
菩
薩
の
翫
ひ

給
へ
る
清
浄
の
響
有
ル
四
弦
を
弦
し
音
声
の
息

継
と
し
一
日
経
の
供
養
に
な
し
侍
る
五
種
の
行
の　
　
　
〈
五
三
ウ
〉

内
頓
写
ハ
行
時
の
油
断
な
く
一
念
不
生
に
て
書
す
る
故
に

禅
定
の
縁
と
な
り
音
声
ハ
衆
僧
の
眠
り
を
さ
ま
し

聴
衆
の
凡
心
を
転
す
る
使
力
と
な
れ
り
検
校
職
ハ

顕
密
二
宗
叡
山
高
野
八
幡
の
社
僧
又
社
家
の
号
に

呼
或
ハ
禁
裏
佛
会
執
行
の
上
卿
を
俗
検
校
と
云
へ
り

別
当
勾
当
専
当
衆
分
官
五
台
言
両
流
律
家

一
向
類
宗
徒
門
徒
等
に
あ
り
或
は
四
度
と
呼
ハ
当
道

盲
友
の
内
の
一
級
を
定
め
或
ハ
慶
善
楽
の
舞
人
の

官
名
に
し
侍
る
後
代
の
業
な
る
へ
し
さ
れ
ハ
性
佛

僧
正
の
跡
を
止
て
禁
色
の
衣
を
免
許
素
絹
を
着
し

魯
桓
公
の
た
く
み
に
せ
し
其
纓
燕
尾
を
か
つ
く
是
ハ　
　
〈
五
四
オ
〉

摂
家
大
閣
相
国
の
隠
室
剃
髪
の
後
着
せ
ら
る
ゝ

三
十
六
官
の
級
を
定
而
至
上
を
検
校
職
と
呼
筑
紫

方
検
校
城
都
坂
東
検
校
如
却都

此
音
妙
を
得
た
り

伏
見
院
御
宇
源
家
久
我
の
庶
子
に
盲
人
有
て

洛
東
八
坂
の
里
に
閑
居
せ
り
其
実
名
知
れ
か
た
く

通
基
公
の
連
葉
に
侍
ら
ん
か
音
曲
を
好
み
城
都
に

習
ひ
得
て
検
校
に
至
り
八
坂
検
校
城
玄
と
云
花
族

の
縁
に
よ
り
て
則
久
我
の
家
を
伝
奏
官
領
と
な
す

近
代
寛
永
の
末
正
保
慶
安
に
及
迄
紅
衣
を
着

せ
し
に
い
つ
と
な
く
今
ハ
官
衣
を
さ
り
し
ハ
古
例
を

失
ふ
衰
相
な
り
小
松
の
帝
の
皇
子
両
世
の
御
子　
　
　
　
〈
五
四
ウ
〉

盲
君
な
る
を
皇
后
雅
子
あ
は
れ
み
て
九
州
の
内
に

領
を
寄
ら
る
是
を
諸
国
の
盲
人
に
施
行
し
給
ふ

後
代
に
及
ひ
武
家
の
世
と
な
り
絶
侍
る
其
恩
德

を
報
し
京
師
禅
刹
請
取
衆
庵
に
て
年
〻
春

夏
二
季
石
塔
涼
見
と
云
供
養
を
初
検
校
の
導

師
を
立
平
家
を
語
り
施
物
を
な
し
大
瓶
に
柳
楓
ヲ

゠

゠

゠
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餝
り
読
経
の
巻
数
礼
物
久
我
の
館
に
送
る
元
弘

建
武
の
比
都
に
如
都
法
弟
明
石
覚
一
検
校
と
い
ゝ
し

人
あ
り
本
ハ
足
利
治
部
大
輔
将
軍
尊
氏
の
門
葉

に
て
播
州
明
石
に
領
侍
り
盲
人
と
成
て
是
を
在
所
と

す
音
曲
世
ニ
勝
レ
た
り
中
古
に
木
幡
性
一
検
校
滝　
　
　
〈
五
五
オ
〉

沢
髣
一
検
校
と
い
ひ
し
名
人
出
来
洛
北
朝
日
寺
の

辺
に
会
講
し
て
一
部
の
平
家
を
語
り
ひ
ろ
む
其
観

式
屋
台
を
か
ま
へ
や
ら
ゐ
を
結
諸
人
こ
そ
り
て
聴
聞
ス

是
よ
り
代
〻
に
一
部
の
講
有
之
其
門
流
の
誉
の
輩

ま
し
は
り
て
当
人
助
句
を
語
一
部
の
平
家
の
習
ひ

有
て
巻
続
一
句
の
初
の
云
出
し
の
節
を
か
ゆ
る
事

侍
り
縦
ハ
二
の
巻
な
ら
は
山
門
滅
亡
の
口
説
を
高
の

声
に
い
ひ
或
ハ
外
の
一
句
の
初
を
白
声
に
も
語
れ
り

間
の
物
ハ
其
時
に
よ
り
前
後
の
一
句
に
付
て
語
様
有

句
の
外
な
れ
ハ
白
声
に
い
ひ
て
よ
き
な
り
又
部
に

入
さ
る
菖
蒲
の
前
大
佛
供
養
品
〻
の
一
句
も　
　
　
　
　
〈
五
五
ウ
〉

あ
り
し
を
今
ハ
伝
へ
失
ひ
て
知
者
ま
れ
に
て
結
句

山
家
幽
谷
在
〻
所
〻
の
古
当
道
ハ
知
る
事
侍
り

近
く
ハ
松
本
鏡
一
検
校
杉
原
連
一
検
校
名
誉
を

得
た
り
其
鏡
一
か
弟
子
同
宿
に
高
山
検
校
丹
一
と

い
ふ
者
中
古
の
名
人
也
明
石
よ
り
ハ
三
十
世
流
沢
よ
り
ハ

十
九
世
に
及
へ
り
此
丹
一
か
弟
子
ニ
本
山
小
寺
前
田

と
い
ひ
し
者
誉
有
本
山
検
校
ハ
短
命
に
し
て

さ
り
ぬ
小
寺
検
校
温
一
前
田
検
校
九
一
ハ
法
春

学
所
な
り
し
か
共
私
の
了
管
侍
り
し
に
や

此
物
語
の
文
章
巻
て
ふ
し
〳
〵
品
も
か
わ
り
末
〻

の
弟
子
小
寺
流
前
田
流
と
い
ひ
な
し
て
わ
か
り　
　
　
　
〈
五
六
オ
〉

同
し
く
助
音
も
成
か
た
く
侍
る
温
一
検
校
ハ
声
秀

逸
に
し
て
花
の
朝
の
宴
に
愛
せ
ら
れ
九
一
検
校

ハ
月
の
夜
会
に
も
声
さ
ひ
し
く
静
な
る
に
興

侍
り
ぬ
唐
の
謝
安
ハ
声
の
誉
有
さ
れ
共
鼻
に

痛
有
て
声
濁
れ
り
洛
下
の
人
其
音
曲
を
学
ふ

者
稀
な
り
皆
鼻
を
拡
へ
て
声
の
濁
れ
る
を

似
せ
た
り
温
一
か
弟
子
ハ
声
の
器
量
に
不
及

九
一
か
弟
子
ハ
古
く
作
り
な
す
と
い
へ
と
も
猶
似
る
へ
く

も
な
し
さ
れ
ハ
此
音
曲
は
声
の
根
本
成
故
に

能
得
た
る
者
か
た
く
皆
云
能
式を

本
と
し
て
虚
音

を
出
せ
り
根
声
を
知
て
心
を
付
ぬ
れ
ハ
実
声
と
也　
　
　
〈
五
六
ウ
〉

本
意
に
叶
へ
り
是
を
評
し
て
い
ハ
く
鼻
へ
入
る
時
ハ
舞
ニ

等
し
く
咽
に
て
い
へ
は
声
し
ハ
る
口
を
ひ
ら
け
ハ
舩
歌

説
経
に
似
た
り
口
を
閉
れ
は
歯
に
か
ゝ
り
喰
切
や
う

な
り
口
を
含
め
は
声
色
過
て
小
歌
の
吟
有
て

゠
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顔
曲
出
る
皆
音
曲
の
病
也
さ
ら
ハ
い
つ
れ
を
よ
し
と

せ
は
先
身
の
行
儀
を
正
し
背
を
延
胸
腹
を

出
し
顔
を
真
向
に
持
五
躰
を
直
に
な
せ
は
気
血
め

く
り
て
声
の
つ
か
へ
な
し
心
を
胃
腑
に
納
め
て
語
レ
ハ

其
人
〻
の
持
来
リ
た
る
高
声
小
音
共
に
格
に
応
し
て

聴
衆
の
耳
に
よ
し
人
毎
に
か
た
り
よ
き
所
ハ
能
い
ひ

な
し
語
か
た
き
所
は
ふ
し
に
難
侍
る
其
習
ひ
に
ハ　
　
　
〈
五
七
オ
〉

語
よ
き
所
ハ
心
を
付
す
云
得
か
た
き
三
重
折
声
の

返
り
兼
た
る
く
り
上
し
ほ
り
の
ふ
し
に
ハ
前
方
よ
り

心
得
ぬ
れ
ハ
さ
の
み
非
声
出
す
三
重
ハ
前
を
す
か
し

末
は
り
に
語
へ
き
な
り
声
の
立
限
り
初
め
に
取
越

ぬ
れ
ハ
後
不
自
由
に
息
詰
り
続
か
た
く
是
伝
也

京
わ
ら
ん
へ
の
い
ひ
遊
に
も
河
原
三
重
一
ツ
橋
は

座
頭
の
難
所
と
い
へ
り
首
に
筋
を
引
額
に
波
を

た
ゝ
む
を
見
る
も
苦
し
き
也
三
重
下
り
を
中
音
に

等
し
く
語
へ
か
ら
す
高
音
の
引
次
な
れ
ハ
延
て
ハ

聞
か
た
く
い
か
に
も
取
詰
て
語
へ
し
折
声
ハ
初
メ
を

あ
ま
り
し
ほ
ら
ず
末
へ
よ
り
し
ほ
り
て
聞
よ
し　
　
　
　
〈
五
七
ウ
〉

中
音
ハ
一
句
の
内
に
て
ハ
語
よ
き
ふ
し
也
さ
れ
共
一
の
声

二
の
声
の
引
に
か
り
つ
め
り
つ
た
る
み
つ
し
て
ハ
よ
か
ら
す

引
そ
へ
て
折
返
し
に
気
を
つ
け
声
の
留
り
に

心
有
へ
し
中
下
ハ
静
か
に
て
よ
し
初
重
ハ
語
出
シ
を

静
か
に
末
へ
か
ゝ
る
程
詰
ぬ
れ
ハ
延
過
る
事
も
な
く

色
の
ふ
し
ハ
吟
に
気
を
つ
け
面
白
過
ぬ
よ
ふ
に
云

へ
き
な
り
指
声
ハ
い
か
に
も
つ
よ
く
た
る
ま
ぬ
を

本
と
す
る
也
読
物
に
ハ
品
〻
侍
れ
共
中
に
て
た
る
み

な
き
や
う
に
云
へ
し
琵
琶
に
か
ゝ
り
踊
拍
子
に

成
て
う
く
の
ハ
悪
し
句
切
に
心
得
有
へ
し
ひ
ろ

い
ハ
猶
拍
子
物
也
遅
速
品
あ
り
と
か
く
末
を
詰
て　
　
　
〈
五
八
オ
〉

よ
し
中
下
の
心
得
有
へ
し
延
過
ぬ
よ
ふ
に
か
い
と
る

へ
き
な
り
惣
し
て
拍
子
に
か
ゝ
り
引
息
次
急
な
れ
ハ

聞
苦
し
又
延
過
る
よ
ふ
に
て
も
ち
ゝ
ま
る
な
ら
ひ

あ
り
一
の
巻
に
て
是
を
い
わ
く
縦
ハ
御
輿
振
の

拾
ひ
の
い
ひ
出
し
に
さ
か
り
松
と
ハ
声
ゆ
た
か
に
引
て

き
れ
堤
加
茂
の
河
原
と
か
い
取
て
語
れ
ハ
前
の
延
た
る

を
取
越
故
に
聞
よ
し
口
説
は
む
つ
か
し
く
肝
要
の

も
の
な
り
其
人
〻
の
器
量
に
て
云
な
し
か
ね
開
口

文
字
ひ
ら
き
い
か
り
返
し
を
専
一
に
云
出
し
の
治
り

の
字
を
か
ろ
く
語
れ
ハ
聞
よ
く
直
也
重
く
ハ
成
よ
く

し
ほ
り
口
説
ハ
猶
お
も
か
ら
ぬ
か
能
也
と
か
く
浮
ぬ　
　
〈
五
八
ウ
〉

や
う
に
い
ふ
へ
し
白
声
ハ
口
先
に
て
語
物
に
あ
ら
す

腹
よ
り
声
を
出
し
色
な
く
つ
よ
く
い
ふ
へ
き
な
り
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大
方
の
語
人
吟
を
作
り
傀
儡
ま
わ
し
の
音
声
に

語
た
り
又
延
喜
聖
代
祇
園
精
舎
の
吟
も
唱
へ

失
ひ
て
祝
言
愛
傷
を
不
知
常
の
平
家
の
吟
に

語
れ
り
浅
増
き
也
一
の
巻
の
初
め
よ
り
三
四
句
の

平
家
の
吟
移
り
勧
請
の
巻
の
内
ハ
思
入
の
格
式
皆

習
あ
り
と
い
へ
り
市予

も
此
音
曲
を
好
み
高
山
か
流
レ
の

名
師
餘
多
に
尋
置
し
言
葉
の
金
玉
ひ
ろ
ひ
て

書
記
侍
る
琵
琶
も
上
代
中
昔
の
伝
ハ
皆
楽
器
ニ
て

甲
に
厚
薄
有
磯
深
く
腹
板
薄
高
音
浮
て

　
〈
五
九
オ
〉

平
家
琵
琶
に
用
ひ
か
た
く
其
品
〻
を
作
り
直
せ
り

中
比
雑
賀
と
い
ひ
し
琵
工
代
〻
伝
へ
て
是
を
作
る
音

響
勝
れ
た
る
有
其
比
永
務
入
道
と
い
ひ
し
工
人

造
る
是
ハ
長
甲
少
直
也
德
岡
伯
昏
或
ハ
永
田
喜
三
郎

ト
モ
工
人
造
り
得
て
近
代
重
宝
の
比
巴
有
て
下
挫
も
望
月
と

い
ひ
し
琵
琶
持
て
撥
面
に
宮
内
卿
法
印
探
幽
野

馬
を
画
し
又
三
日
月
と
呼
小
琵
琶
を
求
め
甲
の

内
に
永
享
の
号
侍
り
信
州
山
家
に
あ
り
て
宮
部
と
云

盲
官
持
た
る
印
し
曲
櫃
に
残
撥
面
を
狩
野
洞

空
画
せ
し
め
羅
紅
の
袋
に
入
此
二
面
を
座
右
に

置
て
翫
ひ
侍
る

〈
五
九
ウ
〉

　
　
　

望
月

諸
人
の
心
あ
り
な
は
四
ツ
の
緒
の
引
手
に
い
ば
う
望
月
の
駒

　
　
　

三
日
月

三
日
月
の
空
に
詠
ハ
細
け
れ
と
光
ハ
あ
ま
る
四
ツ
の
緒
の
音

　
　
　

誹
諧
発
句

澄
き
つ
て
な
れ
望
月
の
ひ
わ
の
糸

三
ケ
月
ハ
く
た
け
て
音
よ
し
比
巴
の
き
よ
く

　
　

古
本
之
奥
書
曰

　
　
　

君
達
花
そ
ろ
へ
と
い
ふ
に
や
絵
か
ゝ
せ
し
に

　
　
　

よ
く
似
さ
せ
た
る
も
な
し
人
〳
〵
あ
た
ら
せ　
　
〈
六
〇
オ
〉

　
　
　

給
ひ
し
ら
ぬ
わ
ら
ひ
草
と
こ
そ

　
〈
六
〇
ウ
〉

佐
埜
某
刺
田
沼
氏
弁　
　
　
　
　
　

冢
田
乕　
　
　

印
印

天
明
甲
辰
歳
三
月
巳
卯
、
新
軍
部
佐
野
善
左
、
刺
参
政
田
沼
意

知
於
朝
、
都
鄙
唱
万
歳
、
老
幼
称
愉
快
、
冢
乕
曰
、
人
皆
謂
佐
埜
善

左
刺
田
沼
意
知
者
、
是
不
然
也
、
佐
野
某
安
能
刺
田
沼
氏
、
門
人

曰
、
佐
埜
善
左
刺
田
沼
意
知
、
衆
目
所
視
、
衆
聴
所
碩
、
先
生
何
謂

不
然
也
、
曰
、
嗚
呼
佐
野
某
安
能
刺
田
沼
氏
、
門
人
曰
、
敢
問
何
謂

也
、
曰
豫
譲
欲
刺
妻
子
、
而
不
能
、
荊
軻
欲
刺
秦
皇
、
而
不
成
、
以

卑
欲
刺
尊
、而
能
成
者
鮮
矣
、夫
田
沼
氏
者
、爵
貴
任
重
、出
蹕
入
驚
、

゠
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椎権

勢
亦
無
与
二
其
於
朝
也
、
趨
陪
者
如
雲
、
阿
附
者
如
雨
、
会
朝

之
士
、
皆
如
崩
其
角
、
膝
行
且
頓
首
、
佐
埜
某
者
、
位
卑
禄
微
、
而

出
入
進
退
无
与
黨
者
、
其
於
朝
也
、
立
則
常
磬
折
、
坐
則
常
屈
伏
斯

〈
六
一
オ
〉

安
能
刺
斯
、
曰
、
雖
然
佐
野
善
左
能
刺
田
沼
意
知
、
衆
之
所
視
聴
焉
、

不
可
誣
也
、
曰
、
嗚
呼
佐
野
某
安
能
之
、
是
有
所
以
使
之
能
焉
、

曰
孰
使
之
、
能
焉
、
曰
天
使
之
能
焉
、
曰
、
何
以
謂
之
、
曰
孟
子
有

言
曰
、
人
皆
有
不
忍
人
之
心
、
詩
曰
、
相
彼
投
鬼
、
尚
或
先
之
、
行

有
死
人
、
尚
或
慬
之
、
此
人
情
所
以
同
然
也
、
然
則
刺
人
者
、
人
将

有
憎
之
刺
於
人
者
、
人
将
有
惻
之
、
然
而
佐
野
某
刺
田
沼
氏
天
下
莫

憎
於
佐
野
者
、
天
下
莫
惻
於
田
沼
氏
者
、
都
鄙
唱
万
歳
、
老
幼
称

愉
快
、
是
何
也
、
必
其
貪
冒
僻
邪
、
有
逆
天
拂
人
者
、
故
天
下
之
士

民
欲
其
亡
也
久
矣
、
湯
誓
曰
、
時
日
害
衷
、
吾
及
汝
偕
亡
、
詩
曰
、

取
彼
譛
人
、
投
卑
豹
虎
、
豹
虎
不
食
、
投
卑
有
北
、
蓋
愛
之
欲
其
生
、

憎
之
欲
其
死
、
是
亦
人
情
之
所
同
然
也
、
皐
陶
謨
曰
、
天
明
畏
自
我

〈
六
一
ウ
〉

民
明
威
、
秦
誓
曰
、
民
之
所
欲
、
天
必
従
之
、
故
佐
野
善
左
能
刺
田

沼
意
知
者
、
是
非
佐
野
之
所
能
焉
、
天
矜
干
民
、
而
仮
手
於
佐
野

也
、
門
人
曰
、
先
生
之
言
則
善
矣
、
然
諸
侯
大
夫
猶
衆
、
而
天
仮
手

於
佐
野
氏
如
何
、
曰
、
国
家
之
法
、
兵
於
朝
者
、
絶
其
世
矣
、
故
天

為
如
斯
人
、
不
為
絶
諸
侯
大
夫
之
世
、
以
仮
手
於
微
禄
之
人
也
、
門

人
曰
、
善
矣
、
然
諸
軍
部
伍
之
士
亦
衆
、
而
天
何
特
選
此
佐
野
氏
、

曰
、
余
未
知
佐
野
氏
之
為
人
、
然
必
也
其
徤
勇
忠
烈
、
固
有
出
群

者
、
而
為
天
所
選
也
與
、
而
佐
野
氏
雖
位
卑
也
為
如
斯
、
人
而
絶

其
世
者
猶
有
恨
焉
、
然
舎
其
四
百
石
之
微
禄
、
而
取
千
百
年
之

美
名
、
乃
亦
所
以
為
無
恨
焉
乎
、
斉
景
公
有
馬
千
駟
、
死
之
日
民

无
德
而
称
焉
、
伯
夷
叔
斉
餓
干
首
陽
之
下
、
民
到
干
今
称
之
、
富

〈
六
二
オ
〉

貴
不
若
德
義
之
高
也
、
門
人
曰
、
善
矣
、
猶
有
語
干
此
、
園
有
大
樗
、

其
蘗
亦
長
、
人
悪
其
張
王
、
而
伐
其
蘗
、
是
何
不
伐
大
樗
、
而
伐
其

蘗
乎
、
曰
樹
木
亦
有
命
数
、
大
樗
之
寿
其
不
可
有
幾
焉
、
蘗
則
年

冨
焉
、
若
伐
其
大
樗
、
乃
其
蘗
益
長
王
、
故
伐
其
小
樗
、
而
使
其
大

樗
自
斃
矣
、
是
亦
天
之
所
以
寵
賜
於
園
中
百
世
也

或
人
云
、
居
是
邦
不
非
其
大
夫
、
蓋
冢
田
某
弁
田
沼
佐
野
之

得
失
、
冢
田
某
不
聞
人
過
失
如
聞
父
母
之
名
、
某
為
人
可
知

也
、
此
予
不
如
斯
與
、

〈
六
二
ウ
〉

（
白
紙
）〈
六
三
オ
〉

（
白
紙
）〈
六
三
ウ
〉

（『
公
事
方
御
定
書
』）

印
印

一
目
安
裏
書
初
判
之
事

一
裁
許
絵
図
裏
書
加
印
之
事

一
御
領
一
地
頭
地
頭
違
出
入
并
跡
式
出
入
取
捌
之
事

゠
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一
無
取
上
願
再
訴
并
筋
違
願
之
事

一
評
定
所
前
箱
江
度
〻
訴
状
入
候
も
の
ゝ
事

一
諸
役
人
非
分
私
曲
有
之
旨
訴
并
裁
許
仕
置
等
之
事

一
公
事
吟
味
銘
〻
宅
ニ

而
仕
候
事

一
重
キ
御
役
人
評
定
所
一
座
領
知
出
入
取
斗
之
事

一
重
キ
御
役
人
之
家
来
御
仕
置
ニ
成
候
節
其
主
人
差
扣
之
事

一
用
水
悪
水
并
新
田
新
堤
川
除
等
出
入
之
事

一
論
所
見
分
并
地
改
遣
候
事

一
論
所
見
分
伺
書
絵
図
等
ニ
書
裁
候
品
之
事

〈
六
四
オ
〉

一
裁
許
可
取
用
証
拠
書
物
之
事

一
寺
社
方
訴
訟
人
取
捌
之
事

一
出
入
扱
願
不
取
上
品
并
扱
日
限
之
事

一
誤
証
文
押
而
取
申
間
敷
事

一
盗
賊
火
附
詮
議
致
方
之
事

一
旧
悪
御
仕
置
之
事

一
裁
許
并
裏
判
不
請
者
御
仕
置
之
事

一
関
所
を
除
キ
山
越
致
候
者
并
関
所
を
忍
ひ
通
リ
候
者
御
仕
置
之
事

一
隠
鉄
炮
有
之
村
方
咎
之
事

一
御
留
所
ニ

而
鳥
殺
生
致
候
者
御
仕
置
之
事

一
村
方
戸
〆
無
之
事

一
村
方
出
入
ニ
付
江
戸
宿
雑
用
并
村
方
割
合
之
事

一
人
別
帳
ニ

も
不
加
他
之
者
差
遣
候
御
仕
置
之
事

〈
六
四
ウ
〉

一
賄
賂
差
出
候
者
御
仕
置
之
事

一
御
仕
置
ニ
成
候
者
闕
所
之
事

一
地
頭
江
対
強
訴
其
上
致
徒
党
迯
散
之
百
姓
御
仕
置
之
事

一
身
躰
限
申
付
方
之
事

一
田
畑
永
代
売
買
并
隠
地
致
候
者
御
仕
置
之
事

一
質
地
に
作
取
捌
之
事

一
質
地
滞
金
米
日
限
定
之
事

一
借
金
銀
取
捌
之
事

一
借
金
銀
取
捌
定
日
之
事

一
借
金
銀
分
散
申
付
方
之
事

一
家
賃
并
舩
床
髪
結
床
書
入
証
文
取
捌
之
事

一
二
重
質
二
重
書
入
二
重
買
御
仕
置
之
事

一
廻
舩
荷
物
出
売
出
買
并
舩
荷
物
押
領
い
た
し
候
者
御
仕
置
之
事

〈
六
五
オ
〉

一
倍
金
并
白
紙
手
形
金
銀
貸
借
致
候
者
御
仕
置
之
事

一
偽
之
証
文
を
以
金
銀
貸
借
致
候
者
御
仕
置
之
事

一
譲
屋
敷
取
捌
之
事

一
奉
公
人
請
人
御
仕
置
之
事

一
欠
落
奉
公
人
御
仕
置
之
事

一
欠
落
も
の
之
儀
ニ
付
御
仕
置
之
事

一
捨
子
之
儀
ニ
付
御
仕
置
之
事

一
養
娘
を
遊
女
奉
公
ニ
出
し
候
者
之
事

一後密
通
御
仕
置
之
事
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一前隠
売
女
御
仕
置
之
事

　
〈
六
五
ウ
〉

評全

目
安
裏
書
初
判
之
事

一　
　
　
　
　
　
　
　
　

月
番
寺
社
奉
行
裏
判

一　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
町
奉
行
裏
判

一　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
御
勘
定
奉
行
裏
判

　

右
双
方
名
主
家
主
五
人
組
立
合
可
相
済
若
不
埒
明
候
ハ
ヽ

　

七
日
目
双
方
罷
出
候
様
裏
書
可
遣
事

　
　

但
支
配
違
江
掛
候
出
入
ハ
評
定
所
江
可
差
出
候
双
方
一
支
配
ニ　

　
　

候
ハ
ヽ

　
〈
六
六
オ
〉

　
　

其
奉
行
所
ニ

而
裁
許
可
申
付
在
方
国
〻
江
懸
り
候
出
入
ハ
何
月
ニ

幾
日
評
定
所
江
罷
出
可
対
決
旨
裏
書
い
た
し
三
奉
行
掛
り
月
番

ニ
而
初
判
一
座
加
印

一
山
城　

大
和　

京
都
町
奉
行

　

近
江　

丹
波

　
　

但
双
方
共
右
四
ヶ
国
之
者
ニ
候
ハ
ヽ
京
都
町
奉
行
ニ

而
取
捌

一
和
泉　

河
内　

大
坂
町
奉
行

　

摂
津　

播
磨

　
　

但
右
同
断
大
坂
町
奉
行
ニ

而
取
捌

　

右
八
ヶ
国
之
内
ニ

而
も
京
都
大
坂
町
奉
行
支
配
違
又
ハ
余
国
江
懸
り

候
出
入
ハ
寺
社
奉
行
月
番
可
致
初
判
候
尤
双
方
共
ニ
右
同
支
配
之

出
入

〈
六
六
ウ
〉

　

御
当
地
江
訴
出
候
ハ
ヽ
支
配
之
奉
行
所
江
罷
出
候
御
申
渡
取
上
申

　

間
敷
候
事

評全　
　

裁
許
絵
図
裏
書
加
印
之
事

　

国
境　

郡
境

御
老
中
加
印

　

裁
許　

絵
図　
　
　
　
　
　

三
奉
行
連
印

　
　

但
右
之
外
絵
図
裏
書
を
以
裁
許
之
分
ハ
三
奉
行
連
印

評全　
　

御
領
一
地
頭
地
頭
違
出
入
并
跡
式
出
入
取
捌
之
事

　

遠
国
奉
行
之
支
配
御
代
官
所
并
私
領
百
姓
他
江
相
懸
り
候
出
入
其

　

所
之
奉
行
御
代
官
地
頭
よ
り
断
有
之
候
上
ニ

而
取
上
可
及
吟
味
断

　

無
之
内
百
姓
訴
出
候
ハ
ヽ
取
上
申
間
敷
事

一
一
地
頭
之
出
入
は
地
頭
よ
り
断
有
之
候
共
地
頭
ニ

而
取
捌
可
相
済

　

由
申
聞
取
上
申
間
敷
候
勿
論
地
頭
よ
り
断
無
之
百
姓
訴
出
候
分
ハ

　

地
頭
江
可

〈
六
七
オ
〉

　

相
願
旨
申
渡
是
又
取
上
申
間
敷
候
猶
又
不
相
済
由
地
頭
よ
り
申
聞

　

候
ハ
ヽ
頭
支
配
江
申
立
候
様
ニ
可
相
達
候

　
　

但
地
頭
非
分
之
申
付
ニ
相
聞
候
ハ
ヽ
伺
之
上
取
上
可
申
候
事

一
跡
式
又
は
養
子
等
之
出
入
ハ
他
領
懸
り
合
訴
出
候
共
先
方
之
地
頭

　
江
可
願
旨
申
聞
取
上
申
間
敷
候
若
地
頭
之
裁
許
不
審
之
事
も
候
ハ

寺
社
并
寺
社
領
関
八
州
之
外
私
領

関
八
州
之
内
ニ

而
も
寺
社
領
よ
り

御
府
内
江
懸
り
候
出
入

江
戸
町
中
寺
社
領
之
町
寺
社
門
前

境
内
借
地
之
者
御
府
内
ニ
懸
り
候
出
入

関
八
州
御
領
私
領
関
八
州
之
外

御
領
よ
り
御
府
内
江
懸
り
候
出
入
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ヽ
地
頭
方
江
承
届
候
上
猶
又
不
致
落
着
候
ハ
ヽ
可
相
伺
事

一
加
判
人
有
之
慥
成
譲
状
并
加
判
人
無
之
候
共
当
人
自
筆
ニ

而
印
形

　

無
相
違
書
面
怪
敷
儀
も
無
之
候
お
ゐ
て
ハ
譲
状
之
通
跡
式
可
申
付

　

尤
格
別
之
筋
違
ニ
候
ハ
ヽ
吟
味
之
上
筋
目
之
者
江
可
申
付
事

一
御
領
所
百
姓
出
入
は
其
支
配
人
よ
り
添
状
無
之
候
ハ
ヽ
取
上
申
間

　

敷
品
寄
支
配
人
江
は
其
趣
申
通
辞
猶
又
相
滞
候
ハ
ヽ
対
談
之
上
取

　

上
可
申
事

〈
六
七
ウ
〉

一
一
地
頭
ニ

而
寺
社
よ
り
百
姓
江
懸
り
候
出
入
も
一
通
り
地
頭
江
申　

　

達
候
上
不
相
済
候
お
ゐ
て
ハ
取
上
可
致
吟
味
事

一
寺
社
よ
り
領
主
江
通
り
候
出
入
訴
へ
出
候
ハ
ヽ
一
通
り
地
頭
江
申

達
不
相
済
お
ゐ
て
ハ
取
上
可
致
吟
味
事

評全

無
取
上
願
再
訴
出
并
筋
違
願
之
事

一
諸
願
申
出
候
者
一
通
り
吟
味
之
上
難
成
願
ニ

候
ハ
ヽ
難
立
趣
申
聞

重
而
願
出
候
ハ
ヽ
咎
可
申
付
旨
書
付
相
渡
し
猶
又
願
候
ハ
ヽ
過
料

可
申
付
事

　
　

但
奉
行
所
江
願
出
無
取
上
儀
ニ
付
過
料
申
付
候
処
遮
而
箱
訴
并

御
老
中
若
年
寄
中
江
訴
訟
ニ
罷
出
候
ハ
ヽ
奉
行
所
江
呼
出
猶
又
遂

吟
味
弥
於
難
立
願
ハ
再
過
料
可
申
付
事

〈
六
八
オ
〉

一
親
子
兄
弟
其
外
之
親
類
ニ

而
も
御
咎

　

御
免
之
願
は
再
応
願
出
候
共
不
及
咎
事

一
惣
而
願
之
儀
筋
違
江
申
出
候
ハ
ヽ
其
筋
之
奉
行
所
江
願
出
候
様
ニ
申

付
候
上
再
往
申
出
候
ハ
ヽ
其
筋
江
遂
対
談
難
立
願
ニ

而
無
取
上
旨
ニ

候
ハ
ヽ
其
筋
之
奉
行
所
ニ

而
相
応
之
咎
可
申
付
事

　
　

但
難
立
願
奉
行
所
ニ

而
無
取
上
旨
申
渡
候
処
同
役
江
右
之
願
申
出

ニ
お
ゐ
て
ハ
寺
院
侍
ハ
押
込
百
姓
町
人
ハ
手
鎖
可
申
付
事

一
三
奉
行
所
江
不
訴
出
直
ニ
評
定
所
江
訴
訟
罷
出
候
者
ハ
其
筋
之
奉
行

所
江
罷
出
候
様
申
渡
其
筋
之
奉
行
所
ニ

而
吟
味
之
上
落
着
之
儀
は
一

座
相
談
之
上
可
申
付
事

一
親
類
縁
者
之
由
ニ

而
訴
状
差
出
候
節
当
人
難
願
出
訳
も
無
之〈

六
八
ウ
〉

　

候
ハ
ヽ
当
人
ニ
為
願
可
申
旨
申
渡
取
上
申
間
敷
候

評全

評
定
所
前
箱
江
度
〻
訴
状
入
候
も
の
ゝ
事

一
評
定
所
前
箱
江
難
立
願
訴
状
入
候
者
手
鎖
か
け
預
ケ
置
宿
仕

　

候
者
免
許
之
願
再
応
申
出
候
ハ
ヽ
宿
并
当
人
江
重
而
訴
状
入
候
ハ

　

ヽ
可
相
咎
旨
申
聞
当
人
ニ
は
右
之
趣
証
文
申
付
日
数
ニ
無
構
手
鎖

　

可
差
免
候
但
寺
院
ハ
本
寺
触
頭
等
浪
人
ハ
地
主
家
主
等
江
預
ケ
置

　

免
許
之
願
申
出
候
節
是
又
前
書
之
通
申
聞
証
文
取
之
可
差
免
事

一
度
〻
箱
訴
い
た
し
手
鎖
ニ
成
候
処　
町
在
共

　

差
免
候
後
又
候
訴
状
入
候
者　
　
　
　

江
戸
拂

　
　

但
宿
預
ケ
又
ハ
手
鎖
申
付
置
候
処
願
不
相
止
者
も
同
断

評全

諸
役
人
非
分
私
曲
有
之
旨
訴
并
裁
許
仕
置
等
之
事〈
六
九
オ
〉

一
諸
役
人
を
初
其
所
之
支
配
非
分
私
曲
等
有
之
旨
訴
出
候
節
其
役
人

支
配
人
江
一
通
り
申
達
猶
又
不
相
済
由
願
出
候
ハ
ヽ
先
其
旨
相
伺



− 49 −

御
差
図
次
第
取
斗
尤
裁
許
之
儀
は
相
伺
可
申
事

　

奉
行
所
諸
役
人
并
私
領
お
ゐ
て
前
〻
裁
許
有
ニ

而
事
済
候
儀
を
経

年
月
右
裁
許
非
分
之
由
申
立
再
吟
味
願
差
出
候
共
取
上
申
間
敷
候

然
共
訴
訟
方
慥
成
証
文
等
有
之
相
手
方
ニ

は
証
拠
無
之
先
裁
許
之

必
定
過
失
相
見
候
ハ
ヽ
伺
之
上
僉
儀
取
懸
り
可
申
事

　
　

但
相
手
方
不
尋
し
て
不
叶
儀
ニ

も
候
ハ
ヽ
評
儀
之
上
其
所
支
配

　
　

人
或
は
地
頭
江
一
通
り
相
尋
可
申
猥
ニ
相
手
召
寄
申
間
敷
事

一
不
願
出
候
共
奉
行
所
ニ

而
評
儀
之
上
先
裁
許
改
可
然
儀
は
伺
之
上

　

可
申
付
事

　
〈
六
九
ウ
〉

評全

公
事
吟
味
銘
〻
宅
ニ

而
仕
候
事

一
公
事
吟
味
之
儀
或
日
立
合
江
差
出
即
日
不
相
済
儀
ハ
懸
り
之
奉　

　

行
宅
ニ

而
日
数
不
懸
様
吟
味
を
詰
一
座
評
儀
之
上
裁
許
可
申
付
事

　
　

但
御
代
官
手
代
掛
り
申
間
敷
事

評全

重
キ
御
役
人
評
定
所
一
座
領
知
出
入
取
斗
之
事

　

御
老
中　

所
司
代　

大
坂
御
城
代　

若
年
寄

　

御
側
衆　

評
定
所
一
座

　

右
之
分
領
知
出
入
訴
出
候
節
不
及
伺
取
斗
裁
許
之
趣

　

相
伺
可
申
事

　
　

但
質
地
并
借
金
銀
出
入
ハ
定
法
有
之
儀
ニ
付
不
及
伺
候
事

評全

重
キ
御
役
人
之
家
御
仕
置
ニ
成
候
節
其
主
人
差
扣
伺
之
事

〈
七
〇
オ
〉

　

御
老
中　
　
　

所
司
代　
　

大
坂
御
城
代　

若
年
寄

　

御
側
衆　
　
　

寺
社
奉
行　

大
目
付　
　
　

町
奉
行

　

御
勘
定
奉
行　

御
目
付　
　

大
坂
御
城
番　

駿
府
御
城
代

　

遠
国
奉
行

　

右
家
来
徒
士
足
軽
中
間
等
不
届
い
た
し

　

公
義
御
仕
置
ニ
成
候
共
其
主
人
差
扣
ニ
不
及
候
侍
已
上
又
は
軽
キ
者

ニ
而
も
徒
党
悪
事
い
た
し
御
仕
置
ニ
成
候
ハ
ヽ
差
扣
可
相
伺
事

一
遠
国
御
役
人
ハ
於
其
所
家
来
悪
事
い
た
し
御
仕
置
ニ
成
候
ハ
ヽ

　

右
之
通
可
心
得
事

　
　

但
表
向
は
御
役
人
ニ
候
共
家
来
徒
党
悪
事
い
た
し
御
仕
置
き
ニ

　
　

成
候
ハ
ヽ
其
節
之
様
子
次
第
差
扣
可
相
伺
事

〈
七
〇
ウ
〉

評全

用
水
悪
水
并
新
田
新
堤
川
除
等
出
入
之
事

　

諸
国
村
〻
用
水
悪
水
并
新
田
新
堤
或
ハ
川
除
等
他
領
之
懸
り
合
候

出
入
訴
出
候
時
ハ
御
領
ハ
御
代
官
私
領
は
地
頭
家
来
呼
出
シ
双
方

障
無
之
様
熟
談
致
可
相
済
旨
申
聞
訴
状
相
渡
其
上
不
相
済
段
双
方

役
人
申
出
候
ハ
ヽ
其
子
細
承
糺
取
上
可
致
吟
味
事

評全

論
所
見
分
并
地
改
遣
候
事

一
論
所
之
事
国
境
郡
境
ニ

而
も
双
方
立
合
絵
図
と
御
国
絵
図
大
概
相

違
無
之
ニ
お
ゐ
て
ハ
不
及
検
使
裁
許
可
有
之
候
入
組
不
申
儀
猥
ニ

検
使
差
遣
申
間
敷
事
検
使
不
遣
候
而
難
決
義
ハ
国
境
郡
境
ハ
御
番

衆
御
代
官
村
境
は
御
代
官
斗
可
差
遣
入
組
不
申
論
所
は
郡
境
ニ

而

も
其
辺
之
御
代
官
為
致
見
分
可
有
裁
許
事

〈
七
一
オ
〉
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一
田
畑
山
林
等
出
入
絵
図
付
等
ニ

而
難
分
地
改
不
仕
候
而
は
不
相
決

　

候
ハ
ヽ
伺
ニ
不
及
最
寄
之
御
代
官
手
代
差
遣
地
改
為
仕
可
申
事

評全

論
所
見
分
伺
書
絵
図
等
ニ
書
裁
候
品
〻
之
事

　

論
所
之
町
歩
反
別
ハ
勿
論
証
拠
ニ
引
候
諸
帳
面
証
文
之
文
言
之
内

其
事
之
員
数
等
書
出
し
可
申
候
絵
図
面
ニ

而
極
候
儀
は
右
絵
図
入

用
之
所
斗
を
小
絵
図
仕
可
差
出
候
絵
図
面
斗
ニ

而
不
相
分
儀
ハ
其

傍
ニ
断
書
を
加
へ
可
申
但
字
数
多
候
ハ
ヽ
絵
図
ニ

は
番
付
之
文
言
斗

し
る
し
別
紙
伺
書
番
付
之
合
紋
付
可
差
出
事

一
絵
図
面
之
論
外
之
分
は
不
致
彩
色
名
所
を
付
訴
訟
方
相
手
方
と
肩

書
仕
さ
し
出
し
可
申
事

〈
七
一
ウ
〉

評全

裁
許
可
取
用
証
拠
書
物
之
事

　

御
朱
印
ハ
不
及
申
譲
状
古
証
文
古
水
帳
或
ハ
地
頭
出
シ
置
候
ハ
ヽ

書
付
等
其
紙
面
疑
敷
儀
無
之
ニ
お
ゐ
て
ハ
証
拠
ニ
取
用
ひ
可
申
私
ニ

書
記
シ
置
候
も
の
或
ハ
寺
社
縁
起
之
類
猥
ニ
不
可
取
用
之
事

評全

寺
社
方
訴
訟
人
取
捌
之
事

　

寺
社
訴
訟
人
可
届
所
江
不
届
し
て
願
出
添
簡
無
之
類
ハ
取
上
申
間

敷
候
強
而
相
願
候
ハ
ヽ
本
寺
触
頭
江
相
尋
本
寺
触
頭
ニ

而
可
致
吟
味

と
申
筋
ハ
本
寺
触
頭
江
吟
味
可
申
付
事

一
本
寺
触
頭
を
相
手
取
候
歟
又
は
本
寺
触
頭
江
願
出
候
而

も
押
置
候
付

不
得
止
事
願
出
候
類
は
諸
簡
無
之
候
共
取
上
可
致
吟
味
事

一
寺
社
之
百
姓
地
頭
非
分
之
儀
申
出
候
類
ハ
寺
社
寺
社
地
頭
寺
院

〈
七
二
オ
〉

　

或
は
神
主
等
呼
出
シ
様
子
相
尋
品
ニ
寄
取
上
可
致
吟
味
事

一
寺
院
加
り
候
出
入
裁
許
申
付
候
節
は
触
頭
又
は
本
寺
呼
出
し
為
承

裁
許
状
ニ
奥
印
為
致
可
申
事

一
一
宗
法
義
之
拘
り
候
公
事
訴
訟
之
儀
は
取
上
申
間
敷
候
尤
本
寺
触

頭
ニ

而
咎
申
付
候
而
も
及
難
渋
候
も
の
又
は
他
宗
俗
人
入
交
候
出

入
ハ
取
上
可
致
吟
味
事

評全

出
入
扱
願
不
取
上
品
并
扱
日
限
之
事

　

火
附　

盗
賊　

人
殺　

人
匂
引　

送
罪
者　

名
主
等
邪
曲
非
分

　

隠
売
女　

博
奕
三
笠
附
取
退
無
尽
巧
事

　

右
之
外
ニ

も

　

公
義
江
掛
り
候
出
入
扱
之
儀
願
出
候
共
為
扱
申
間
敷
候
事〈

七
二
ウ
〉

一
公
事
扱
願
出
候
節
日
数
廿
日
ニ
可
限
但
遠
国
江
懸
り
合
候
出
入
は

　

往
来
之
日
数
を
考
其
節
之
日
数
相
極
可
申
事

評全

誤
証
文
押
而
取
申
間
敷
事

　

相
手
不
致
得
心
ニ
押
而
誤
証
文
取
申
間
敷
候
た
と
へ
誤
証
文
差
出

　

候
共
其
証
文
ニ
か
ゝ
わ
ら
ず
理
非
次
第
裁
許
可
仕
事

評全

盗
賊
火
附
詮
議
致
方
之
事

　

盗
賊
火
附
詮
義
之
儀
盗
賊
放
火
附
役
江
不
相
渡
其
手
切
ニ

而
可
致
詮

議
事

評全

旧
悪
御
仕
置
之
事

　

送
罪
之
者　

邪
曲
ニ

而
人
を
殺
候
者　

火
附

　

徒
党
い
た
し
人
家
江
押
込
候
者

〈
七
三
オ
〉
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追
剥
并
人
家
江
忍
入
候
盗
人

一
都
而

　

公
義
之
御
法
度
を
背
き
死
罪
已
上
之
科
ニ
可
被
行
者

　
　

但
役
儀
ニ
付
都
而
私
欲
押
領
い
た
し
候
者
ハ
軽
候
共
相
応
之

　
　

咎
可
有
之
事

一
悪
事
有
之
永
尋
申
付
置
候
者

　

右
は
旧
悪
ニ
候
共
御
仕
置
相
伺
可
申
候
此
外
之
科
一
旦

　

悪
事
い
た
し
候
共
其
後
相
止
候
由
申
之
尤
外
之
沙
汰
も

　

無
之
ニ
お
ゐ
て
ハ
十
二
ヶ
月
以
上
之
旧
悪
ハ
不
及
咎
事

　
　

但
十
二
ヶ
月
内
よ
り
吟
味
取
懸
り
十
二
月
已
後
吟
味
済
候
共

　
　

旧
悪
ニ

は
不
相
立
事

　
〈
七
三
ウ
〉

評全

裁
許
并
裏
判
不
請
者
御
仕
置
之
事

一
裁
許
不
請
者

中
追
放

一
裏
判
并
差
紙
不
請
も
の

所
拂

一
裁
許
相
済
候
儀
を
内
証
ニ

而
不
用
破
候
者　

中
追
放

評全

関
所
を
除
き
山
越
致
候
者
并
関
所
を
忍
ひ
通
り

　
　
　

候
者
御
仕
置
之
事

一
関
所
難
通
類　
　
　

山
越
等
い
た
し
候
者

其
所
お
ゐ
て
磔

　
　

但
男
ニ
被
誘
引
山
越
い
た
し
候
女
ハ
奴

一
同
案
内
い
た
し
候
者

同
同

一
同
忍
ひ
通
り
候
も
の

追
放

　
　

但
女
は
奴

〈
七
四
オ
〉

一
御
留
番
所
を
女
を
連

忍
ひ
通
り
候
者　

中
追
放

　
　

但
女
ハ
領
主
江
可
相
渡

評全

隠
鉄
炮
有
之
村
方
咎
之
事

江
戸
十
里
四
方

并
御
留
場
内

遠
島

一
隠
鉄
炮
致
所
持
候
者　
　
　
　
右
之
外

関
八
州

中
追
放

関
八
州
之
外

所
拂

一
隠
鉄
炮
打
候
者

　
　
　
　

右
同
断

　
　
　
　
　
　
　
　

江
戸
十
里
四
方
御
留
場

内
名
主
組
頭　
　
　

重
キ
過
料

一
隠
鉄
炮
所
持
之
村
方　
　

他
処
よ
り
参
り
打
候
村
方

右
之
外

関
八
州

急
度
叱

一
隠
鉄
炮
所
持
致
候
者
五
人
組　
江
戸
十
里
四
方

并
御
留
場
内　

過
料
〈
七
四
ウ
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　

江
戸
拾
里

四
方　
　

軽
キ
過
料

一
隠
鉄
炮
打
候
村
方

同
所
持
致
候
村
方
惣
百
姓

御
留
場
内
壱
ケ
年

為
過
怠　
　
　

鳥
番

一
廻
り
場
之
内
鉄
炮
三
度
以
上

打
候
を
不
存
候
ハ
　ヽ
　
　
　

御
留
場

内　
　　

野
廻
り
役
儀
可
取
放

　
　

但
野
廻
り
之
居
村
ニ

而
隠
鉄
炮
所
持
い
た
し
候
者
有
之
ニ
お
い
て

ハ
役
儀
可
取
放

一
隠
鉄
炮
打
候
を
捕
候
者　

江
戸
十
里
四
方
御
留
場
内

御
褒
美

銀
貳
拾
枚

一
同
訴
人
仕
候
者

右
同
断

銀
五
枚

評全

御
留
場
ニ

而
鳥
殺
生
致
候
者
御
仕
置
之
事

一
網
或
ハ
黐
ニ

而
鳥
殺
生
致
候
者　

過
料

一
鳥
殺
生
致
候
村
方
并
居
村　
　
名
主　

組
頭
𠮟
過
料

一
隠
鳥
を
売
買
致
候
者　
　
　
　
双
方
共
過
料

〈
七
五
オ
〉
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但
度
〻
売
買
い
た
し
候
共
同
断

評全

村
方
戸
〆
無
之
事

　

村
方
戸
〆
ハ
不
申
付
軽
キ
儀
は
叱
り
又
ハ
過
料
夫
〻
之
御
定

　

有
之
事

　
　

但
江
戸
町
続
村
町
奉
行
支
配
之
町
之
分
ハ
戸
〆
を
も
可
申
付
然

　
　

共
過
料
ニ

而
可
済
分
ハ
過
料
た
る
へ
し
村
中
ニ

而
も
侍
躰
之
者
ハ

　
　

戸
〆
ニ

も
可
申
付
事

（
欠
）
村
方
出
入
ニ
付
江
戸
宿
雑
用
并
村
方
割
合
之
事

一
都
而
公
事
或
ハ
願
之
義
ニ
付
江
戸
宿
詰
居
候
内
之
雑
用
は
双
方
共

　

一
村
江
懸
り
候
儀
は
銘
〻
持
高
割
ニ
可
申
付
其
身
一
分
之
出
入
は

　

当
人
よ
り
可
差
出
若
難
差
出
身
上
ニ
候
ハ
ヽ
親
類
割
合
可
申
付
候

〈
七
五
ウ
〉

　

然
共
邪
成
不
届
之
儀
願
候
を
五
人
組
之
者
共
乍
存
異
見
を
も
不
加

　

其
分
捨
置
為
相
願
候
ハ
ヽ
不
埒
ニ
候
間
右
之
類
ハ
五
人
組
江
も
割

　

合
可
申
付
事

一
公
事
相
又
ハ
願
等
之
儀
ニ
付
吟
味
之
内
江
戸
宿
預
ケ
成
候
雑
用
一

村
江
懸
り
候
儀
ハ
村
方
江
割
可
申
其
身
分
之
儀
ハ
当
人
よ
り
可
為

出
候
其
者
御
仕
置
ニ
成
候
ハ
ヽ
身
躰
限
可
償
之

一
都
而
村
方
よ
り
狼
藉
又
は
不フ
ト
ヾ
ケ届
者
之
類
百
姓
心
附
召
捕
出
候
節
は

路
用
并
江
戸
逗
留
之
入
用

　

公
儀
よ
り
可
被
下
之
若
他
所
よ
り
差
口
或
ハ
外
よ
り
願
出
候
而
奉

行
所
并
御
代
官
所
よ
り
捕
ニ
遣

　

附
捨
置
候
義
不
念
ニ
候
間
村
中
割
合
ニ
可
申
付
事　
　
〈
七
六
オ
〉

一
公
儀
并
地
頭
江
相
納
候
役
懸
り
其
外
村
入
用
公
事
出
入
之

　

入
用
等
之
儀
可
為
高
割
事

　
　

但
入
作
り
百
姓
共
ニ
一
同
割
合
可
申
付
事

一
山
方
野
方
浦
方
或
ハ
漁
浜
等
無
高
又
は
小
高
ニ

而
家
数

　

多
場
所
家
抱
下
人
共
人
別
割
之
可
申
付
事

　
　

但
妻
子
ハ
人
別
ニ
可
除
事

一
山
林
野
原
之
類
入
会
地
を
割
取
候
節
は
入
作
百
姓

　

を
も
一
同
可
為
高
割
事

一
祭
礼
入
用
勧
化
奉
加
等
之
儀
は
申
合
可
為
こ
ゝ
ろ

　

次
第
事

一
前
〻
割
合
極
置
出
入
無
之
所
は
可
為
只
今
迄
之
通
事　
〈
七
六
ウ
〉

評全

人
別
帳
ニ

も
不
加
他
之
者
差
置
候
御
仕
置
之
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
当
人
并
差
置
候
者
所
拂

　

人
別
帳
ニ

も
不
加
他
之
者

名
主
重
キ
過
料

　

差
置
候
も
の

組
頭
過
料

評全

賄
賂
差
出
候
者
御
仕
置
之
事

一
公
事
諸
願
其
外
請
負
事
等
ニ
付
而

賄
賂
差
出
候
者
取
持
い
た
し
候
者　
　

軽
追
放

　
　

但
賄
賂
請
候
者
其
品
相
か
へ
し
申
出
ニ
お
ゐ
て
ハ
賄
賂
差
出
者

并
取
持
致
候
者
共
ニ
村
役
人
ニ
候
ハ
ヽ
役
儀
取
上
平
百
姓
ニ
候

ハ
ヽ
過
料
可
申
付
事

評全

御
仕
置
ニ
成
候
者
闕
所
之
事

　

磔　

火
罪　

獄
門　

死
罪　

遠
島　

重
追
放　
　
　
　
〈
七
七
オ
〉
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右
御
仕
置
申
付
候
者
ハ
田
畑
家
屋
敷
家
財
等
闕
所
可
申
付
中
追
放

ハ
田
畑
屋
敷
軽
追
放
ハ
田
畑
斗
闕
所
可
申
付
家
財
は
中
軽
共
不
及

闕
所
吟
味
之
内
致
病
死
候
共
吟
味
詰
御
仕
置
可
申
付
者
ニ
決
置
候

上
病
死
い
か
や
う
候
共
伺
ニ
可
成
御
仕
置
之
者
ハ
伺
之
上
闕
所
可

申
付
事

　
　

但
下
手
人
ハ
不
及
闕
所
無
外
専
利
欲
ニ
拘
り
候
類
ハ
江
戸
十
里

四
方
追
放
并
所
拂
ニ

而
も
田
畑
家
屋
敷
闕
所
可
申
付
貧
た
る
儀

無
之
お
ゐ
て
ハ
不
及
闕
所

一
妻
子
之
諸
道
具
其
外
寺
社
付
之
品
は
構
無
之
事

一
御
扶
持
人
ニ

而
も
重
追
放
以
上
は
闕
所
仕
方
同
断

一
中
追
放
軽
追
放
ハ
家
屋
敷
斗
闕
所
家
財
ハ
不
及
闕
所
事〈

七
七
ウ
〉

一
私
領
百
姓

　

公
義
御
仕
置
ニ
成
田
畑
家
財
共
闕
所
之
節
は
地
頭
江
取
上
可
申
旨

　

可
相
達
事

　
　

但
田
畑
質
地
ニ
入
置
候
ハ
ヽ
証
文
吟
味
之
上
定
法
之
質
地
無
相

違
ニ
お
ゐ
て
ハ
質
入
之
田
畑
拂
代
金
之
内
を
以
質
ニ
取
候
者
江
元

金
可
相
渡
金
高
不
足
ニ
候
ハ
ヽ
地
面
為
可
相
渡
若
又
年
貢
滞
り

有
之
ハ
右
質
入
地
面
拂
代
金
を
以
先
ツ
年
貢
引
取
質
取
主
江
は

残
金
之
内
を
以
取
金
可
相
渡
尤
金
高
不
足
之
分
ハ
金
主
可
為
損

失
事

一
夫
御
仕
置
ニ
成
り
闕
所
之
節
妻
持
参
金
并
持
参
之
田
畑
家
屋
敷
も

　

可
致
闕
所
事

〈
七
八
オ
〉

　
　

但
妻
之
名
附
ニ

而
有
之
分
は
不
及
闕
所
事

一
御
仕
置
ニ
成
候
者
又
ハ
欠
落
も
の
闕
所
之
節
当
人
借
置
候
金
子
并

売
掛
金
手
形
帳
面
等
有
之
候
共
借
主
よ
り
不
及
上
納
候
事

　
　

但
借
金
之
儀
ニ
付
不
埒
之
儀
も
有
之
候
ハ
ヽ
取
立
可
為
致
上
納

　
　

事

一
町
在
共
家
屋
敷
質
ニ
入
置
候
者
御
仕
置
ニ
成
右
家
屋
敷
闕
所
之
節

金
子
請
取
度
旨
願
出
候
ハ
ヽ
証
文
吟
味
之
上
相
違
於
無
之
は
是
又

質
地
同
前
可
申
付
事

評全

地
頭
江
対
し
強
訴
其
上
致
徒
党
逃
散
之
百
姓
御
仕
置
之
事

一
頭
取

死
罪

一
名
主

重
キ
追
放

一
組
頭

田
畑　
取
上
ケ
所
拂

〈
七
八
ゥ
〉

一
惣
百
姓　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
持
高
ニ

応
し

過
料

　
　

但
地
頭
申
付
非
分
有
之
ハ
其
品
ニ
応
し
一
等
も
二
等
も
軽
く
可

相
伺
未
進
無
之
ニ
お
ゐ
て
ハ
重
キ
咎
ニ
不
及
事

一
　
　

但
其
品
軽
キ
ハ
御
褒
美
銀
斗
被
下
之
事

評全

身
躰
限
申
付
方
之
事

一
田
畑
屋
敷
家
蔵
家
財

　
　

但
他
所
ニ
家
蔵
有
之
分
も
取
上
尤
建
主
立
合
吟
味
之
上
金
高
不

足
ニ
候
ハ
ヽ
追
而
身
上
取
立
次
第
可
相
拂
旨
申
付
金
高
よ
り
余

村
〻
百
姓
結
徒
党
令
騒
動
強
訴
　

或
ハ
逃
散
之
者
在
之
節
名
主
又
ハ
組
頭
等

差
押
不
為
加
徒
党
村
方
有
之
ニ
お
ゐ
て
ハ

名
主
ニ

而
も
組
頭
ニ

而
も
第
一
ニ
乍
働

取
鎮
候
者
御
褒
美
銀
被
下
之
其
身

一
生
帯
刀
致
し
苗
字
ハ
長
ク
可
為
名
乗
候
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分
於
有
之
ハ
滞
金
ニ
応
し
為
相
渡
可
申
候
小
作
滞
身
躰
限
田
畑

家
敷
ハ

〈
七
九
オ
〉

　
　

金
主
江
渡
置
候
上
年
〻
作
德
を
以
滞
金
相
済
ニ
お
ゐ
て
ハ
地
所

元
地
主
江
為
相
返
候
事

一
店
借
ニ
候
ハ
　ヽ
　
　
　
　
　
　
　

家
財
取
上

　
　

但
地
借
ニ

而
家
作
自
分
ニ
仕
候
ハ
ヽ
家
財
家
作
共
取
上
可
申
事

評全

田
畑
永
代
売
買
并
隠
地
致
候
者
御
仕
置
之
事

一
田
畑
永
代
売
候
者

当
人
過
料
役
儀
取
上

一
同
売
候
者

永
代
売
主
之
田
畑
取
上

一
高
請
無
之
開
発
新
田
畑
等
之
外

永
代
売
無
構

浪
人
侍
等
所
持
之
田
畑

一
質
ニ
取
候
者
作
取
ニ
し
て
質
置
主

年
貢
諸
役
勤
候
分

〈
七
九
ウ
〉

一
隠
地
い
た
し
候
者

中
追
放

評全

質
地
小
作
取
捌
之
事

一
年
季
明
十
ヶ
年
過
候
質
地　
　

流
地

　
　

但
流
地
之
文
言
無
之
証
文
ハ
年
季
明
十
ヶ
年
之
内
訴
出
候
ハ
ヽ

済
方
可
申
付

一
年
季
内
之
質
地

年
季
明
ケ
請
戻
し
候
様

可
申
付　
　
　
　
　
　

一
年
季
限
無
之
金
子
有
合

次
第
可
請
戻
証
文　

質
入
之
年
よ
り
十
ヶ
年
過
候
ハ
ヽ

流
地

一
拾
ヶ
年
以
上
年
季
質
地　
　
　

無
取
上

一
質
地
名
所
并
位
間
無
之
或
ハ

名
主
加
印
無
之
不
埒
証
文

　
　

但
右
金
主
地
主
承
届
相
対
之
上
地
主
を
定
水
帳
可
相
改
旨
名
主

江
可
申
渡
尤
名
主
質
地
相
名
主
無
之
村
方
ハ
組
頭
加
印
於
有
之

ハ

〈
八
〇
オ
〉

　
　

定
法
之
通
済
方
可
申
付

一
年
季
明
不
請
戻
候
ハ
ヽ
可
致

流
地
由
之
証
文　
　
　
　

　
　
　

年
季
明
ハ
期
月
よ
り
二
ヶ
月
過

訴
出
候
ハ
ヽ
流
地　
　
　
　

　
　

但
年
季
明
不
請
戻
候
ハ
ヽ
永
く
支
配
又
は
子
〻
孫
〻
迄
構
無
之

　
　

旨
且
又
此
証
文
を
以
可
致
支
配
或
ハ
可
致
名
田
抔
之
文
言
流
地

　
　

之
証
文
ニ
准
可
申
付

一
質
地
元
金
済
方
申
付
候
上
返
金
滞
候
ハ
　ヽ

地
面
金
主
江
渡
流
地

　
　

但
直
小
作
滞
候
ハ
ヽ
可
為
云
日
指
事

一
質
地
証
文
之
文
言
宜
小
作

証
文
不
埒
ニ
候
ハ
　ヽ
　
　
　
　

質
地
定
法
之
通
裁
許

小
作
滞
分
不
申
付　

　

又
質
元
地
主
加
判
有
之
証
文　
元
地
主
江
済
定
法
之
通

可
申
付　
　
　
　
　

　

但
又
質
之
節
増
金
借
受
候
ハ
ヽ
其
分
ハ
又
質
置
候
者
ニ

　
　

済
方
可
申
付
事

〈
八
〇
ウ
〉

一
御
朱
印
地
寺
社
領
屋
敷
共

譲
渡
質
ニ
入
候
寺
社　
　
　
　
　

江
戸
十
里
四
方
追
放

　
　

但
譲
受
質
取
候
者
地
面
相
違
さ
せ
重
キ
過
料
可
申
付

一
小
作
滞　
　
　
　
　
　
　
　
　
質
地
日
限
之
通
申
付
其
上　

相
滞
候
ハ
ヽ
身
躰
限
可
申
付

加
判
名
主

証
人
叱
り

質
置
主
過
料

質
ニ
取
候
者
地
面
取
上
過
料

加
判
名
主
役
儀
取
上

証
人
叱
り

年
限
之
無
差
別
無
取
上
名
主

過
料
尤
名
主
質
入
之
義
不
存

証
文
於
不
致
加
判
ハ
不
及
咎
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但
作
德
之
儀
米
金
共
金
主
小
作
人
極
之
通
済
方
可
申
付
事

一
小
作
証
文
無
之
候
共
別
小
作　
　
　

無
相
違
本
証
文
定
法
之
通
候
ハ
　ヽ

　

但
直
小
作
ニ

而
証
文
無
之
分
ハ
書
入
ニ
准
本
証
文
宜
共
質

　
　

地
之
法
ニ
ハ
裁
許
不
申
付
事

一
小
作
証
文
無
之
候
共
質
地
証
文

小
作
之
儀
書
か
へ
有
之
候
ハ
　ヽ
　
　

質
地
金
小
作
金
共
ニ
可
申
付

一
家
守
小
作
滞
請
状
之
通
無

相
違
お
ゐ
て
ハ

当
人
請
人
共
済
方
申
付
滞
候
得
は

両
人
共
身
躰
限
可
申
付　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
季
之
内
ニ
候
ハ
ヽ
定
法
之
通
証
文
為
仕
置

一
質
地
之
年
貢
斗
金
主
よ
り
差
出

諸
役
ニ
ハ
地
主
相
勧
候
証
文　

〈
八
一
オ
〉

　
　

但
年
季
明
ニ
候
ハ
ヽ
地
面
可
請
戻
年
季
明
二
ヶ
月
過
候
ハ
ヽ
定

　
　

法
之
通
流
地
申
付
両
様
共
本
文
之
通
咎
可
申
付
事

一
質
入
之
地
面
を
半
分
直
小
作
致
し
質　
　
　
　
　
　

地
之
高
不
残
年
貢
諸
役
共
地
主
よ
り
相
納
候
証
文

右
同
断

　
　

但
右
同
断

一
弐
拾
年
已
上
之
名
田
小
作
ハ

永
小
作
ニ
可
申
付

評全

質
地
滞
金
米
日
限
定
之
事

一
五
両
以
下

五
石
以
上

三
拾
日
限

一
五
両
以
上
拾
両
迄

五
石
已
上
十
石
迄

六
拾
日
限

一
拾
両
以
上
五
十
両
迄

十
石
已
上
五
十
石
迄

　

百
日
限

一
百
両
以
上

百
石
以
上

閏
月
共
拾
ヶ
月
限

一
弐
百
両
以
上

弐
百
石
以
上

　
同　

拾
三
ヶ
月
限

　
　

右
日
限
ニ
准
之
済
方
申
付
相
滞
候
ハ
ヽ
地
主
金
主
江
為
相
渡

　
　

可
申
候
尤
其
人
之
身
上
ニ
応
し
取
斗
可
申
事

評全

借
金
銀
取
捌
之
事

一
借
金
銀　
　

一
祠
堂
金　
　

一
官
金　
　

一
書
入
金

一
取
替
金　
　

一
先
納
金
一
手
附
金　

一
持
参
金

〈
八
二
オ
〉

一
売
掛
金　
　

一
仕
入
金　

一
職
人
手
間
賃
金

一
諸
道
具
預
ケ
証
文
ニ

而
金
子
借
候
類

一
諸
物
売
渡
し
証
文
ニ

而
金
子
借
候
類

一
御
家
人
又
は
御
用
達
町
人
等
拝
領
屋
敷
地
代
店
賃
を
書
入
金
子
借

候
類
右
之
分
延
享
元
子
年
以
来
之
滞
ハ
毎
月
四
日
廿
一
日
呼
出
し

三
十
日
限
済
方
可
申
付
右
日
限
之
節
少
〻
も
相
済
候
ハ
ヽ
壱
ヶ
月

両
度
も
切
金
ニ
為
差
出
其
上
ニ

而
済
方
不
埒
ニ
候
ハ
ヽ
身
躰
限
可
申

付
事

　
　

但
呼
出
し
候
節
不
埒
等
い
た
し
候
歟
又
は
済
方
申
付
候
而
も

　
　

不
埒
之
輩
為
之
ハ
武
士
は
御
老
中
江
申
達
寺
社
在
町
方
は

　
　

急
度
咎
可
申
付
且
又
不
埒
之
貸
方
之
類
ハ
遂
吟
味
其
品
ニ

質
地
元
金
斗
裁
許
申
付
小
作

滞
ハ
不
申
付
候
尤
地
面
ハ
小
作
人
よ
り

地
主
へ
可
為
引
渡

質
置
主
叱
り

質
取
過
料

加
判
名
主
過
料

内
済
金
子
ハ
地
主
江
返
シ

流
地

一
質
地
元
金
年
季
之
内
内
済
致
し　
　
　
　
　

年
季
明
ハ
残
金
為
之
旨
於
及
出
入
候
ハ　

一
質
に
取
置
候
地
面
直
小
作
滞　

之
儀
金
主
訴
出
候
ニ
お
ゐ
て
ハ

小
作
滞
斗
済
方
可
申
付

　
　

但
日
限
之
通
不
相
済
候
ハ
ヽ
地
面
取
上
可
相
渡

一
質
地
元
金
并
直
小
作
滞
日
限
済
方
申
付
候
節
ハ
小
作

　

滞
候
事
之
金
高
ハ
無
構
元
金
日
限
之
通
可
申
付
事　
　
〈
八
一
ウ
〉
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よ
り
金
主
之
者
可
相
咎
事

〈
八
二
ウ
〉

一
地
代
金　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
拾
日
限
済
方
可
申
付

一
店
賃
金　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
同
断

　

右
二
ヶ
條
日
限
ニ
不
相
済
候
ハ
ヽ
切
金
ニ
為
差
出
其
上
済
方

　

不
埒
ニ
候
ハ
ヽ
身
躰
限
ニ
可
申
付
事

一
連
判
之
証
文
有
之
諸
請
負
德
用
割
合
請
取
候
定

一
芝
居
木
戸
銭　
　
　
　
　
　
　
　

仲
満
事
ニ
付
無
取
上

一
無
尽
金　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
同
断

　
　

但
証
文
慥
ニ
有
之
候
共
仲
満
事
ニ
決
候
付
而
は
一
向
取
上
申
間

敷
事

一
日
寄
せ
附
込
帳
ニ
記
し
候

借
金
印
形
無
之
分　
　
　

無
取
上

一
宛
所
無
之

年
号
無
之
証
文

　

右
同
断　
　
　

〈
八
三
オ
〉

一
証
文
等
ニ
利
足
書
載
有
之

其
所
ニ
印
形
無
之
利
足　

　

右
同
断

一
家
賃
金
質
金
并
諸
借
金
宛
所　
　

違
之
証
文
を
以
於
訴
出
候
ニ

而
は
　
　
　

右
同
断

　
　

但
証
文
譲
請
候
由
申
候
共
証
拠
於
無
之
ハ
取
上
申
間
敷
事

一
家
賃　

諸
借
金
利
足

一
割
半
以
上
之
分
ハ

一
割
半
ニ
可
直　
　

一
百
姓
を
相
手
取
候
借
金
出
入
地
頭
借
ニ
相
聞
候
共
地
頭
裏
印
并

　

役
人
奥
印
於
無
之
ハ
地
頭
借
ニ

は
不
相
立
事

評全

借
金
銀
取
捌
定
日
之
事

一
毎
月
四
日　
　

廿
八
日

　

右
毎
月
両
度
借
金
銀
公
事
訴
訟
斗
承
之

　

裁
許
可
申
付
事

評全

借
金
銀
分
散
申
付
方
之
事

〈
八
三
ウ
〉

　

金
銀
借
方
之
者
身
躰
分
散
之
節
貸
方
之
内
少
〻
不
得
心
之
者
有
之

由
願
出
候
ハ
ヽ
分
散
請
候
様
ニ
申
聞
若
不
得
心
ニ
候
ハ
ヽ
得
心
之

者
斗
分
散
割
合
為
相
渡
可
申
候
尤
借
方
之
者
身
上
持
次
第
割
合
請

取
候
者
も
不
請
者
も
一
同
追
而
相
懸
候
様
可
申
付
事

評全

家
賃
并
舩
床
髪
結
床
書
入
証
文
取
捌
之
事

一
家
賃
金　
　
　
　
　
　
　
　
何
ヶ
年
已
前
ニ

而
も
金
高
相
応
ニ

日
限
済
方
可
申
付　
　
　
　
　

　
　

但
日
限
之
上
於
滞
は
家
賃
可
為
相
渡
日
限
之
内
之

　
　

宿
賃
も
済
方
可
申
付
候
尤
年
季
之
内
ニ

而
も
家
賃

　
　

滞
三
ヶ
月
迄
訴
出
候
ハ
ヽ
取
上
可
申
事

　
　
　

家
賃
金
滞
日
限
定

〈
八
四
オ
〉

一
金
三
拾
両
以
下

四
十
日
限

一
金
三
拾
両
以
上

六
十
日
限

一
金
五
拾
両
以
上

八
十
日
限

一
金
百
両

百
五
十
日
限

　
　

但
百
両
有
餘
は
見
合
日
限
可
申
付

一
金
千
両
以
上

閏
月
共
十
二
ヶ
月
限

　

右
日
限
之
内
之
宿
賃
も
済
方
可
申
付
事

一
拝
領
屋
敷
家
賃
入
及

屋
敷
御
取
上
屋
敷
ニ
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出
入
お
ゐ
て
ハ　
　
　
　
　
　
　

百
日
押
込

　
　

但
書
入
ニ
致
し
金
子
借
り
候
も
家
賃
金
同
断

　
　

之
事

〈
八
四
ウ
〉

一
髪
結
床
并
廻
り
場
所
或
ハ

舩
床
書
入
証
文　
　
　
　
　
　
　
　

家
賃
ニ

准
金
高
ニ

応
し

日
限
済
方
可
申
付　
　

　
　

但
日
限
之
上
相
滞
候
ハ
ヽ
証
文
之
品
為
相
渡
可
申
事　

一
寺
社
附
之
品
書
入
又
は
売
渡　
　
　
　

証
文
を
以
金
子
貸
渡
致
候
ニ
お
い
て
ハ

　
　

拾
両
以
上
は
江
戸
拂
申
付
拾
両
以
下
ハ
所
拂

　

右
之
品
買
取
候
者
若
不
念
之
品
為
之
其
品
取
上
可
申
事

評全

廻
舩
荷
物
出
売
出
買
并
舩
荷
物
押
領
致
し

　
　
　

候
者
御
仕
置
之
事

〈
八
五
ウ
〉

一
廻
舩
荷
物
出
売
出
買
致
候
者　
　
売
主
買
主
共
重
キ
過
料

　
　

但
荷
物
代
金
共
取
上
荷
物
ハ
問
屋
江
相
渡
可
申
事

一
　
　

但
吟
味
之
上
浦
証
文
ハ
有
之
候
共
類
舩
無
之
差
而
舩
い
た
み

　
　

不
申
処
打
荷
い
た
し
候
ニ
お
ゐ
て
ハ
舩
頭
過
料
十
貫
文
上
乗

　
　

同
三
〆
文
水
主
無
構

一　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
其
所
お
ゐ
て
獄
門

一
同
盗
荷
物
を
自
分
土
蔵
へ
入

預
り
置
配
分
取
候
者　
　
　

死
罪

一
同
舩
頭
之
宿
致
し
馴
合
村
中
之

者
江
申
勧
メ
配
分
取
候
者　
　
　
　
　
　

遠
嶋

〈
八
六
オ
〉

一
同
百
姓
之
内
重
立
持
運
ひ

世
話
い
た
し
配
分
取
候
者　
　
　
　

重
追
放

一
同
盗
荷
物　
　
　
　

配
分
取
候
者
惣
百
姓　
配
分
品
取
上
村
高
ニ
応
し
重
過
料

評全

借
金
并
白
紙
手
形
金
銀
貸
借
致
候
者
御
仕
置
之
事

一
借
金
并
白
紙
手
形
ニ

而
質
地
借
金
等
取
や
り
仕
候
者
不
埒
ニ
付

　

済
方
之
不
及
沙
汰
双
方
共
并
証
文
共
過
料
可
申
付
事

　
　

但
金
主
借
主
過
料
員
数
之
儀
は
例
ニ
不
抱
身
上
ニ
応
し
重
く

借
主
追
院

証
文
寺
院
ニ
候
ハ
ヽ
逼
塞

俗
人
ニ
候
ハ
ヽ
手
鎖

難
風
ニ
逢
打
荷
致
残
荷
物
を

盗
取
候
舩
頭
と
馴
合
浦
証
文

差
出
配
分
取
候
名
主

　
　

但
金
主
ハ
不
埒
之
貸
方
ニ
候
間
済
方
之
不
及
沙
汰

一
慥
成
質
物
を
以
借
候
金
銀　
　
　
家
賃
ニ

准
金
高
ニ

応
し

日
限
済
方
可
申
付　
　

一
為
替
金

家
賃
金
同
然
金
高
ニ　

応
し
日
限
済
方
可
申
付

　
　

但
日
限
之
上
滞
ニ
お
ゐ
て
ハ
家
賃
可
相
渡
事

評全

二
重
質
二
重
書
入
二
重
売
御
仕
置
之
事

　

田
畑
屋
敷
二
重
質
入
致
候
者

〈
八
五
オ
〉

　
　

但
二
重
書
入
も
同
様
田
畑
屋
敷
建
家
等
ハ
初
之
金
主
江
相
渡
後

之
金
主
江
は
家
財
取
上
可
相
渡
尤
名
主
加
判
人
馴
合
礼
金
取
候

ハ
ヽ
中
追
放
後
之
金
主
乍
存
質
地
書
入
等
証
文
取
ニ
お
ゐ
て
ハ

江
戸
十
里
四
方
追
放

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
金
子
ハ
十
両
以
上　
　
　
　
　

雑
物
ハ
代
金
ニ
積
り
十
両
以
上
ハ
死
罪

一　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
以
下

同
以
下　

入
墨
敲

　

但
先
ツ
入
牢
申
付
代
金
又
は
商
物
ニ

而
成
共
相
済
ニ
お
ゐ
て
ハ

質
入
主
中
追
放

名
主
軽
追
放

加
判
人
所
拂

諸
商
物
代
金
請
取
之
品
不
渡
外
江

二
重
売
致
し
又
は
取
次
可
遣
品
質

ニ
置
并
売
拂
或
ハ
金
銀
横
取
致
し
候
者

打
物
荷
物
或
ハ
破
舩
と
偽
荷
物
押

領
い
た
し
候
者

舩
頭
獄
門

上
乗
同
罪

水
主
入
墨
之
上
重
敲
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可
申
付
事

評全

偽
之
証
文
を
以
金
銀
貸
借
致
候
者
御
仕
置
之
事

一　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

死
罪

　
　

但
右
之
趣
乍
存
貸
候
ニ
お
い
て
ハ
貸
候
者
も
同
罪

〈
八
六
ウ
〉

評全

譲
屋
敷
取
捌
之
事

一
譲
請
候
町
屋
敷
町
内
江
弘
メ
無
之

町
名
前
不
改
類
及
出
入
候
ハ
　ヽ
　
　
　

屋
敷
取
上

評全

奉
公
人
請
人
御
仕
置
之
事

一
奉
公
人
給
金
滞　
　
　
　
　
　
　

十
日
限
請
人
江
済
方
可
申
付

　
　

但
日
限
之
節
半
金
も
差
出
候
ハ
ヽ
十
日
之
日
延
其
上
ニ

而

　
　

滞
候
ハ
ヽ
身
躰
限
可
申
候
尤
主
人
よ
り
請
人
主
江
相
懸
り
候

ハ
ヽ
両
人
江
可
申
付
事

一
武
士
方
奉
公
人
を
人
主
ニ
取
候
者　

右
同
断

　
　

但
右
同
断

一
給
金
出
入
主
人
之
家
主
へ
相
届
預
り
証
文

取
置
候
以
後
請
人
於
致
欠
落
ハ　
　
　
　
　

家
主
江
給
金
済
方
并
尋
可
申
付

　
　

但
右
立
替
金
請
人
之
店
請
江
家
主
懸
り
候
共
申
付
間
敷
事

　
〈
八
七
オ
〉

　

給
金
不
相
済
候
ハ
ヽ
請
人
欠
所
江
戸
拂

一　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

奉
公
人
同

　
　

但
給
金
相
済
候
共
請
人
過
料
奉
公
人
手
鎖

一
取
迯
引
負
致
候
者
江
請
人
ニ
引
渡
請
人
よ
り

可
済
証
文
取
置
候
上
奉
公
人
於
致
欠
落
ハ　

取
迯
引
負
金
共
請
人
江

済
方
可
申
付
事　
　
　

　
　

但
引
請
之
証
文
於
無
之
ハ
欠
落
尋
斗
可
申
付
事

一
欠
落
奉
公
人

請
人
ニ
三
十
日
限
尋
可
申
付　

三
切
日
延
之
上
於
不
尋
出
過
料

　
　

但
取
迯
致
し
候
者
六
切
日
延
尋
可
申
付
事

一
取
迯
之
品
於
売
拂
ハ　
　
　
　
　

買
主
よ
り
為
戻
可
申

　
　

但
金
子
抔
ハ
遣
捨
候
事
分
明
ニ
候
ハ
ヽ
す
た
り
ニ
可
致
事

一
取
迯
之
儀
乍
存
奉
公
人
事

隠
置
候
請
人
人
主　
　
　
　
　
　
　

江
戸
十
里

四
方　
　

追
放

一
奉
公
人
給
金
請
人
取
替
相
済
候

以
後
下
請
人
江
懸
り
候
節
ハ　
　
　
　
　

二
十
日
限
済
方
可
申
付

　
〈
八
七
ウ
〉

一
欠
落
奉
公
人
を
請
人
見
出
し

当
宿
江
於
預
ケ
置
候
ハ　
　
　
　
　

立
替
候
給
金
当
宿
江　
　

二
十
日
限
済
方
可
申
付

　
　

但
奉
公
人
方
江
引
取
候
上
欠
落
致
し
候
ハ
ヽ
受
人
方
江
罷
在
候

内
之
雑
用
共
当
宿
江
済
方
可
申
付
候
先
達
而
下
請
人
江
立
替
懸

り
候
ニ
お
ゐ
て
ハ
当
宿
江
過
料
可
申
付
尤
慥
成
証
文
取
之
差
置

候
ハ
ヽ
其
下
請
之
者
ニ
可
申
付
欠
落
者
ハ
引
返
度
旨
請
人
相
願

候
ハ
ヽ
為
引
返
可
申
付
候
事

一
武
士
方
町
方
共
欠
落
一
通
り

も
の
を
尋
出
於
召
捕
候
ハ　
　
　
　
　　
請
人
江
相
渡
心
次
第
可
申
付
主
人　

請
取
度
旨
願
候
ハ
ヽ
主
人
江
可
相
渡

　
　

但
欠
落
致
し
三
日
之
内
他
所
ニ

而
致
悪
事
候
ハ
ヽ
主
人
方
江

　
　

為
引
取
欠
落
ニ
立
申
間
敷
事

一
人
宿
之
外
素
人
宿
之
分
ハ　
　
　
　
親
類
并
同
国
之
好
身
ニ
候
ハ
ヽ

拾
人
迄
ハ
可
為
致
請
判　
　
　

　
〈
八
八
オ
〉

一一
自
分
之
名
を
替
奉
公
人
之

請
ニ
立
候
者

江
戸
十
里

四
方　
　

追
放

　
　

但
奉
公
人
と
馴
合
判
賃
之
外
給
金
之
内
を
も
配
分
取
為
致

　
　

欠
落
候
ハ
ヽ
死
罪

奉
公
人
病
気
ニ
付
宿
江
下
り

候
処
快
気
致
し
候
へ
共
不
相
帰

外
江
奉
公
ニ
於
出
候
ハ

奉
公
人
請
人
店
出
無
之
出
入
ハ

家
主
引
請
相
済
当
人
店
立

於
願
出
候
ハ

当
人
ハ
門
前
拂
申
付
追
而

住
居
見
届
家
主
願
出
候

節
ニ
身
躰
限
可
申
付

金
銀
借
用
之
証
文
及
露
顕
候
而
は

難
立
筋
又
は
支
配
頭
或
ハ
顕
候
而
申
分

難
相
立
者
之
名
を
偽
文
言
之
内
江

書
入
金
銀
借
候
者
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一
人
之
仕
業
と
相
見
寄
子
之　

変
死
を
不
存
分
ニ
致
し
候
者　
　
　
　　
所
拂

　

但
人
之
仕
業
と
不
相
見
候
共
致
変
死
候
を
不
訴
出
分
ハ
叱
り

一　
　
　
　
　
　
　
　
　

江
戸　
　

十
里
四
方
追
放　

一　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

死
罪

〈
八
八
ウ
〉

一
奉
公
人
と
馴
合
欠
落
為
致
候
請
人　

重
敲

　
　

但
弐
度
已
上
ニ
候
ハ
ヽ
請
人
死
罪

一
寄
子
之
内
欠
落
及
七
度

不
尋
出
請
人　
　
　
　

江
戸
拂

一一　
　
　
　
　
　
　
　

給
金
相
済
候
ハ
ヽ

請
人　
　
　

闕
所

　
　
　
　
　
　

奉
公
人
江
戸
拂

　
　

但
給
金
相
済
候
共
請
人
過
料
奉
公
人
手
鎖

〈
八
九
オ
〉

評全

欠
落
奉
公
人
御
仕
置
之
事

一
手
元
ニ
有
之
品
を
と
風

取
迯
い
た
し
候
者　
　

金
子
ハ
十
両
以
上
雑
物
ハ　

代
金
ニ
積
り
十
両
位
よ
り
以
上
死
罪

同
已
下

同
已
下
入
墨
敲

　
　

但
先
入
牢
申
付
取
迯
之
品
償
候
ニ
お
ゐ
て
ハ
拾
両
以
上
并

　
　

以
下
共
主
人
願
之
通
助
命
申
付
江
戸
ニ
不
罷
在
様
可
申
付
事

一　
　
　
　

金
子
ハ
十
両
以
上　
　
　
　
　
　
　

雑
物
ハ
代
金
ニ
積
り
十
両
位
よ
り
以
上
死
罪

同
以
下

同
已
下
入
墨
敲

　
　

但
入
牢
申
付
取
迯
之
品
償
候
ニ
お
ゐ
て
ハ
壱
両
以
上
以
下
共
主

　
　

人
願
之
通
助
命
申
付
江
戸
ニ
不
罷
在
様
可
申
渡
事

〈
八
九
ウ
〉

一
巧
候
儀
も
無
之
軽
く
取
逃
致
候
者

敲

一
給
金
銭
取
主
人
方
江
不
引
越
者

同

一
度
〻
欠
落
い
た
し
候
者

重
敲

一
主
人
之
金
子
を
持
出
博
奕
打
候
者

同

一
引
負
い
た
し
候
者
一
向　
　
　
　
金
高
ニ
応
し
五
拾
敲

　
弁
金
無
之
お
い
て
ハ

百
敲

　
　

但
当
人
并
親
類
之
身
上
ニ
応
し
引
負
金
高
三
分
一

　
　

五
分
一
又
は
十
分
一
相
済
候
ハ
ヽ
当
人
出
牢
之
上
追
而

　
　

身
上
残
次
第
幾
度
も
主
人
方
よ
り
相
懸
り
候
様
可
申

　
　

付
事

（
欠
）　

欠
落
も
の
之
儀
ニ
付
御
仕
置
之
事

〈
九
〇
オ
〉

一
請
合
人
も
無
之
欠
落
者
を

囲
置
候
者

　

過
料

　
　
　
名
主
役
氏
取
上
過
料
五
〆
文

一
欠
落
者
闕
所
に
可
相
成　
　
　

家
屋
敷
を
隠
置
候
ニ
お
い
て
ハ

　
家
主
重
キ
過
料

　
五
人
組
過
料

一
夫
家
出
致
し
行
ゑ
不
相
知
者
之
妻

外
江
縁
付
無
度
旨
願
出
候
ニ
お
ゐ
て
ハ

取
迯
之
雑
物
を
預
り
置
配
分
致
し

又
ハ
礼
金
を
取
当
人
を
隠
置
候
請
人

人
主

組
合
人
宿
寄
子
之
内
を

自
分
請
ニ
立
置
候
奉
公
人

欠
落
い
た
し
主
人
よ
り
断
有
之

奉
行
所
ニ

而
給
金
済
方
申
付
候
処

其
人
宿
も
於
致
欠
落
候

給
金
滞
ハ
人
宿
組
合

償
ニ
可
申
付
致
欠
落
候

人
宿
之
尋
ハ
家
主
ニ
申
付

於
不
尋
出
ハ
過
料
可
申
付

組
合
人
宿
ニ

は
無
之
好
身
之

者
ニ
付
人
主
印
形
ハ
有
合
之

判
を
用
ひ
自
分
之
請
ニ
立

出
し
置
候
ハ
ヽ
主
人
欠
落
致
し

候
処
主
人
方
江
不
相
帰
又
ハ
請
ニ

立
外
江
於
奉
公
出
候
ニ
ハ

家
出
致
し
候
月
よ
り
十
ヶ
月
過

候
ハ
ヽ
可
縁
付
旨
可
申
渡

使
ニ
為
持
遣
候
品
取
迯

い
た
し
候
者

寄
子
欠
落
い
た
し
参
り
候
儀
ハ

存
候
得
共
盗
人
と
不
存
宿
致

雑
物
質
置
主
ニ
成
世
話
致
し
遣
し

配
分
を
取
候
者
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（
欠
）　

捨
子
之
儀
ニ
付
御
仕
置
之
事

一
金
子
を
添
捨
子
を
貰
ひ
其
子
を

捨
候
者　
　
　
　
　
　
　
　

引
廻

之
上
獄
門

一
同
切
殺
〆
殺
候
ニ
お
ゐ
て
ハ

引
廻

之
上
磔

一
捨
子
有
之
を
内
証
に
て　
　
　

隣
町
等
江
又
候
捨
候
儀
於
顕
ハ

　
　

但
吟
味
之
上
名
主
五
人
組
家
主
等
不
存
儀
無
紛
候
ハ
ヽ
無
構

　
〈
九
〇
ウ
〉

（
欠
）　

養
娘
を
遊
女
奉
公
ニ
出
シ
候
者
之
事

一
軽
キ
者
養
娘
を
遊
女
奉
公
ニ

い
た
し
候
者　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
実
方
よ
り
訴
出
候
共
無
取
上

　
　

但
卑
賎
之
者
江
養
子
ニ
遣
ら
ハ
実
方
ニ

も
其
心
得
可
有
之
事
候
間

証
文
有
之
候
共
無
取
上
然
共
養
娘
格
別
及
難
儀
候
事
を
養
父

取
斗
候
ハ
ヽ
可
遂
吟
味
候
実
子
ニ

而
も
親
之
仕
方
法
外
之
儀
ニ
候

ハ
ヽ
吟
味
之
上
相
応
之
御
仕
置
可
申
付
事

（
欠
）　

隠
売
女
御
仕
置
之
事

一
隠
売
女
い
た
し
候
者　
　
　

踊
子
を
抱
置
為
致
売
女
候
者

　
　

店
賃
為
相
納
可
申
候

一
五
人
組

過
料

一
名
主

重
キ
過
料

一
地
主

　
　

但
外
罷
在
候
共
右
同
断
ニ
取
斗
又
は
売
女
置
候
ハ
ヽ
幾
度
も

　
　

同
様
ニ
申
付
明
地
ニ

は
申
付
間
敷
候

一
御
扶
持
人
又
は
御
用
達

町
人
拝
領
屋
敷　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
同
断

　
　

但
右
同
断

〈
九
一
ウ
〉

一
寺
社
門
前
屋
敷　
　
　
　
　
　
　

右
同
断

　
　

但
寺
院
神
主
ハ
寺
社
奉
行
ニ

而
叱
り
置
自
分
ニ

而
遠
慮

　
　

い
た
し
候
様
可
申
付
事

一
同
地
借
り
町
屋
之
分
ハ　
　
　
　

右
同
断

　
　

但
寺
院
神
主
等
咎
右
同
断

一
商
物
を
出
し
渡
世
致
し
候
者　

妻
同
心
せ
さ
る
に
売
女
出
候
者　
　
　
　

死
罪

　
　

但
飢
渇
之
者
夫
婦
申
合
売
女
為
致
候
上
ニ

而
盗
等
之

　
　

悪
事
無
之
候
ハ
ヽ
不
及
糺
明
候
事

一
踊
子
呼
置
売
女
為
致
候

所
拂

料
理
茶
屋　
　
　

家
主
過
料　
　

地
主
重
キ
過
料

　
　

但
地
主
其
所
ニ
不
罷
在
地
ニ
罷
在
候
ハ
ヽ
叱
り

〈
九
二
オ
〉

一
名
主　

五
人
組

　

無
構

身
上
ニ
応
し
過
料
之
上

百
日
手
鎖
ニ

而
所
江
預
ケ

隔
日
封
印
改

一
隠
売
女
踊
子
共

三
ヶ
年
之
内
新
吉
原
よ
り

と
ら
せ
遣
ス

一
請
人

人
主

身
上
ニ
応
し
家
財
三
分
一

取
上
候
程
之
過
料　
　
　

〈
九
一
オ
〉

一
家
主

身
上
ニ
応
し
過
料
之
上
百
日

手
鎖
隔
日
封
印
改　
　
　
　

　
　

但
家
主
建
置
候
家
蔵
有
之
候
ハ
ヽ
五
ヶ
年
之
内

五
ヶ
年
之
内
家
屋
敷
取
上
候
地
代

店
賃
為
相
納
五
ヶ
年
過
候
ハ
ヽ

元
地
主
へ
返
之
可
申
事

当
人
所
拂

家
主
過
料

五
人
組
過
料

名
主
江
戸
拂



− 61 −

一
隠
し
売
女
誘
引
出
し
候
ニ
お
い
て
ハ　
男
女
共
無
構

　
　

但
女
ハ
誘
引
出
し
候
者
之
方
江
成
共
外
江
参
り
候
共
心
次
第

　
　

可
申
付
事

評全

密
通
御
仕
置
之
事

一
密
通
を
い
た
し
候
妻

死
罪

一
密
通
之
男

同
断

一
密
通
之
男
女
共
ニ
夫
殺
候
ハ
　ヽ
於
無
紛
は
無
構

一
密
夫フ

を
殺
妻
存
命
ニ
候
ハ
　ヽ
　

死
罪

　

其
妻

　
　

但
密
夫
迯
去
候
ハ
ヽ
妻
ハ
夫
之
心
次
第
ニ
可
申
付　
〈
九
二
ウ
〉

一　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
男
女
共
無
構

一
夫
有
之
女
江
密
通
し

手
引
い
た
し
候
者

　
中
追
放　

一
密
夫
い
た
し
実
の
夫
を
殺
候
女　
引
廻

之
上
磔

　
　

但
実
之
夫
を
殺
候
様
ニ
勧
候
歟
又
は
手
伝
致
し
殺
候
男
獄
門

一
主
人
之
妻
と
密
通
致
候
者　
　
　
男
ハ
引
廻
し　

獄
門

女
ハ　
　
　
　

死
罪

一
主
人
之
妻
江
密
通
之
手
引

い
た
し
候
者

　
　
　
　
　
死
罪

一
夫
有
之
女
得
心
無
之
ニ
押
而

不
義
い
た
し
候
者　
　
　
　
　
　
　　
死
罪

　
　

但
大
勢
ニ

而
不
儀
い
た
し
候
ハ
ヽ
頭
取
獄
門
同
類
重
キ
追
放

一
密
夫
之
御
仕
置
妻
妾
都
而
無
差
別

一
養
母
養
娘
并
娵
と
密
通
致
候
者　
男
女
共
獄
門

〈
九
三
オ
〉

一
姉
妹
伯
母
姪
と
密
通
致
候
者　
　
男
女
共
遠
国
非
人
手
下

一
離
別
状
不
遣○
前
か後妻
を
呼
候
者　
　

所
拂

　
　

但
利
欲
之
筋
を
以
之
儀
ニ
候
ハ
ヽ
家
財
取
上
江
戸
拂

一
離
別
状
不
取
他
江
嫁
候
女

髪
を
剃
親
元
江
相
返
ス

　
　

但
右
之
取
持
い
た
し
候
者
過
料

一
離
別
状
無
之
女
他
江
縁
付
候
親
元
過
料

　
　

但
呼
取
候
男
同
断

一
主
人
之
娘
と
密
通
致
候
者　
　
　
　

中
追
放

　
　

但
女
ハ
手
鎖
か
け
親
元
江
相
渡
ス

一
主
人
之
娘
江
密
通
之
致
手
引
候
者　

所
拂

一
幼
少
江
不
儀
致
し
怪
我
為
致
候
者　

遠
嶋

〈
九
三
ウ
〉

一
女
得
心
無
之
押
而
致
不
儀
候
者　
　

重
キ
追
放

一
夫
無
之
女
と
密
通
い
た
し

誘
引
出
し
候
者　
　
　
　

女
ハ
為
相
帰

男
ハ
手
鎖　

一
下
女
下
男
之
密
通

主
人
江
引
渡
遣
ス

一
他
之
家
来
又
ハ
町
人
等
下
女
と

密
通
い
た
し
忍
入
候
者　
　
　

男
ハ
江
戸
拂　
　
　
　
　

女
ハ
主
人
心
次
第
可
為
致

一
夫
有
之
女
と
密
通
い
た
し
候
男
ニ

被
頼
女
を
貰
懸
候
者　
　
　
　

所
拂

一　
　
　
　
　
　
　
　

中
追
放

〈
九
四
オ
〉

（
あ
さ
い
　
け
い
こ
）

女
同
心
無
之
密
通
を
申
懸
ケ
或
ハ

家
内
江
忍
入
候
男
を
夫
殺
候
時
不
儀

申
懸
候
証
拠
於
分
明
は

夫
有
之
女
艶
書
ハ
度
〻
取

か
わ
し
候
得
共
密
会
不
致
義

無
紛
ニ
お
い
て
ハ




